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日医発第144号（医経）（地域） 
                                      令和8年4月14日 

都道府県医師会 

会長 殿 

 

                           公益社団法人日本医師会  

   会長  松本 吉郎  

 （ 公 印 省 略 ） 

 

 
社会医療法人、特定医療法人、認定医療法人、オープン病院（開放型病院）事業法人、 

福祉病院事業法人及び厚生農業協同組合連合会が行う 

訪日外国人患者の自由診療に係る診療費の上限の緩和に伴う 

認定又は承認等の要件の見直しについて 

 
社会医療法人、特定医療法人、認定医療法人、オープン病院（開放型病院）事業法人、福祉病

院事業法人及び厚生農業協同組合連合会（以下「社会医療法人等」という。）に係る認定又は承認

等を受けた法人に対する税制措置については、自費患者に対し請求する金額が、社会保険診療報

酬と同一の基準（1点10円）により計算されるとの要件等が課されています。 

これに関し、令和8年1月14日付け文書（日医発1649号）で貴会にご案内した令和8年度税制改

正大綱（令和7年12月26日閣議決定）に基づき、自費患者である外国人であって公的医療保険に

加入していない者（以下「訪日外国人患者（注）」という。）に対する診療については、医療機関にお

ける追加的費用に鑑み、診療費の上限を社会保険診療の３倍までの範囲で地域における標準的な

料金を超えないものとする見直しが行われ、令和8年4月1日から適用することとされています。 

（注）医療法施行規則第30条の35の3第1項第2号ニ（別添厚生労働省令第72号）に規定する特

定外国人患者をいう。 

 

本改正により、社会医療法人等が、訪日外国人患者診療について通常とは別に価格を設定する

場合は、当該社会医療法人等が行う訪日外国人患者の自由診療に係る診療費（以下「訪日外国人

患者診療価格」という。）が要件を満たしているか確認等を受ける必要が生じることとなります。 

これに伴い、省令および告示の改正が行われるとともに、「社会医療法人等が行う訪日外国人患

者診療価格の設定に関する実施要領」を定める通知が発出されましたので、関連通知とともにご送

付いたします。 

 

本実施要領（別添1）においては、訪日外国人患者診療価格の設定方法として地域における標準

的な料金を越えない金額を算出するための方法が示されており、訪日外国人患者診療価格を設定
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する場合には、社会医療法人は都道府県、認定医療法人は厚生労働省による事前の確認を経た上

で、当該金額での訪日外国人患者への請求を開始することとされています。また、特定医療法人、

オープン病院事業法人、福祉病院事業法人及び厚生農業協同組合連合会にあっても、訪日外国

人患者診療価格の設定が適正であることが法人税の非課税措置等の要件であることから、訪日外

国人患者診療価格の設定方法について誤りが生じないよう、可能な限り厚生労働省医政局総務課

医療国際展開推進室に事前に相談をすることが推奨されていますのでご留意ください。 

 

また、オープン病院（医師会立開放型病院等）事業法人については、訪日外国人患者の診療価

格を別に設定する場合、公益社団法人の医師会等においても各地方厚生（支）局による証明が必要

となる点にご留意ください。 

 

なお、社会医療法人等及び社会医療法人等の認定又は承認等を受けようとする法人以外の一般

の法人等にあっては、自由診療である訪日外国人患者の診療については、本件に関係なく必要な

経費を請求できます。 

 

つきましては、貴会におかれましても、本件についてご了知いただくとともに、貴会管下の郡市区

等医師会並びに関係医療機関等への周知方につきご高配を賜りますよう何卒よろしくお願い申し上

げます。 

 

（別添文書） 

○ 参考資料 社会医療法人等が行う訪日外国人の自由診療に係る診療要件の緩和（厚生労働

省 概要資料） 

 

○  社会医療法人等が行う訪日外国人患者の自由診療に係る診療費の上限の緩和に伴う認定

又は承認等の要件の見直しについて（令和 8 年 3 月 31 日 厚生労働省医政局長） 

○ 別添 1 社会医療法人等が行う訪日外国人患者診療価格設定について（通知） 

別紙 「社会医療法人等が行う訪日外国人患者診療価格の設定に関する実施要領」 

○ 別添 2、2-2「社会医療法人の認定について」（平成 20 年 3 月 31 日 医政発第

0331008 号）新旧対照表 

○ 別添 3 「特定医療法人制度の改正について」（平成 15 年 10 月 9 日 医政発第

1009008 号）新旧対照表 

○ 別添 3-2、3-3 「租税特別措置法施行令第 39 条の 25 第 1 項第 1 号に規定する厚生労

働大臣が財務大臣と協議して定める基準を満たすものである旨の証明書等の様式の制定

について」（平成 15 年 10 月 9 日 医政指発第 1009001 号）新旧対照表 

○ 別添 4 「法人税法施行規則第 5 条第 6 号並びに同規則第 6 条第 4 号 及び同条第 7
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号の厚生労働大臣の証明について」の一部改正について（平成 20 年 10 月 10 日付医

政発第 1010005 号、厚生労働省医政局長）新旧対照表 

○ 別添 4-2 通知改正後全文「法人税法施行規則第 5 条第 6 号並びに同規則第 6 条第 4

号 及び同条第 7 号の厚生労働大臣の証明について」 

○ 別添 5 「厚生農業協同組合連合会の行う医療保険業に対する法人税の非課税措置の

取扱いについて」（昭和 59 年 6 月 19 日付医発第 573 号厚生省医務局長通知）新旧対

照表 

○ 別添 5-2 通知改正後全文「厚生農業協同組合連合会の行う医療保険業に対する法人

税の非課税措置の取扱いについて」 

○ 別添 6、6-2 「持分の定めのない医療法人への移行に関する計画の認定制度について」

（平成 29 年 9 月 29 日 医政支発第 0929 第 1 号）新旧対照表 

 

〇 厚生労働省令第72号（平成8年3月31日官報号外特第17号より抜粋）新旧対照表 

〇 厚生労働省告示第176号（平成8年3月31日官報号外特第17号より抜粋）新旧対照表 

 

 

    ※以下の通知改正後全文は、以下のＵＲＬからご参照ください。 

・「社会医療法人の認定について」 

https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001685192.pdf 

・「特定医療法人制度の改正について」 

https://www.mhlw.go.jp/content/001685274.pdf 

・「租税特別措置法施行令第39条の25第1項第1号に規定する厚生労働大臣が財務大臣

と協議して定める基準を満たすものである旨の証明書等の様式の制定について」 

https://www.mhlw.go.jp/content/001685276.pdf 

・「持分の定めのない医療法人への移行に関する計画の認定制度について」 

https://www.mhlw.go.jp/content/001685275.pdf 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000205627.html 
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 医 政 発 0 3 3 1 第 4 1 号 

令 和 ８ 年 ３ 月 3 1 日  

 

 各 都 道 府 県 知 事  

             殿 

各地方厚生（支）局長  

 

厚生労働省医政局長 

（ 公 印 省 略 ）   

 

社会医療法人等が行う訪日外国人患者の自由診療に係る診療費の上限の緩和に伴う 

認定又は承認等の要件の見直しについて 

 

平素より厚生労働行政の推進に当たりご尽力を頂き、御礼申し上げます。 

令和８年税制改正の大綱（令和７年 12月 26日閣議決定）において、社会医療法人、特

定医療法人、認定医療法人、福祉病院事業法人、オープン病院事業法人及び厚生農業協同

組合連合会（以下「社会医療法人等」という。）に係る認定又は承認等の要件のうち、自

費患者（社会保険診療に係る患者又は労働者災害補償保険法に係る患者以外の患者をい

う。以下同じ。）に対し請求する金額が社会保険診療の場合と同一の基準（１点 10円）に

より計算されるとの要件（以下「診療費の上限」という。）に関して、自費患者である外

国人であって公的医療保険に加入していない者（以下「訪日外国人患者」という。）に対

する診療において発生する追加的費用に鑑み、訪日外国人患者に係る診療費の上限は「社

会保険診療報酬と同一の基準により計算される金額からその金額に３を乗じて得た金額

までの範囲内であって地域における標準的な料金を超えないものであること」とされた

ところです。 

 上記のとおり診療費の上限が一部緩和された一方で、医療を目的として来日する外国

人渡航者を積極的に受け入れることにより、社会医療法人等における制度の趣旨（たとえ

ば、社会医療法人は、救急医療やへき地医療、周産期医療など特に地域で必要な医療の提

供を担う法人であること。）を妨げ、地域で必要な医療の提供に支障を来さないよう、特

に注意することが必要です。 

 つきましては、法人税法施行規則（昭和 40年大蔵省令第 12号）、医療法施行規則（昭

和 23 年厚生省令第 50 号）及び租税特別措置法施行令第 39 条の 25 第１項第１号に規定

する厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める基準（平成 15年厚生労働省告示第 147号）

による社会医療法人等が行う訪日外国人患者の自由診療に係る診療費の上限の緩和の運

用については、令和８年４月１日から適用することとし、下記のとおり、別添１を周知す

るとともに、別添２から５までのとおり関係通知を改正することといたします。貴職にお

かれては、御了知の上、適正な運用に努められるとともに、貴管下の関係する法人に周知、

助言につき一層の御配慮をお願いします。 



 なお、この通知は、社会医療法人等及び社会医療法人等の認定又は承認等を受けようと

する法人についてのものであり、これらの法人以外の一般の法人にあっては、自由診療で

ある訪日外国人患者の診療については、この通知に関係なく必要な経費を請求できるも

のであるのでご留意をお願いします。 

  

 

記 

 

第１ 具体的な運用について 

○ 「社会医療法人等が行う訪日外国人患者診療価格の設定について」（令和８年３月

31日付医政発 0331第 19号） 

                別添１ 

 

第２ その他の改正について 

○ 「社会医療法人の認定について」（平成 20年医政発第 0331008 号）   別添２ 

○ 「特定医療法人制度の改正について」（平成 15年医政発第 1009008 号） 別添３ 

○ 「法人税法施行規則第５条第５号ロ及び第６号、同規則第６条第３号ロ並びに第４

号及び同条第７号の厚生労働大臣の証明について」（平成 20年医政発第 1010005号） 

                                    別添４ 

○ 「厚生農業協同組合連合会の行う医療保健業に対する法人税の非課税措置の取扱

いについて（通知）」（昭和 59年医発第 573号）            別添５ 

 



別添１ 

医 政 発  0 3 3 1 第 1 9  号 

令 和 ８ 年 ３ 月 3 1  日  

各 都 道 府 県 知 事 

  殿 

各地方厚生（支）局長 

厚生労働省医政局長 

（ 公 印 省 略 ）

社会医療法人等が行う訪日外国人患者診療価格設定について（通知） 

標記について、今般、別紙のとおり、「社会医療法人等が行う訪日外国人患者診療価格

の設定に関する実施要領」を定め、本年４月１日から適用することといたしますので、通

知いたします。 

貴職におかれては、御了知の上、適正な運用に努めるとともに、貴管下の関係する法人

に周知、助言いただく等、本件の円滑な実施について御協力を賜りますようお願い申し上

げます。 



別紙 

社会医療法人等が行う 訪日外国人患者診療価格 の設定に関する実施要 領 

１ 趣旨 

社会医療法人、特定医療法人、認定医療法人、福祉病院事業法人、オープン病院事業法

人及び厚生農業協同組合連合会（以下「社会医療法人等」という。）に係る認定又は承認

等の要件のうち、自費患者（社会保険診療に係る患者又は労働者災害補償保険法に係る患

者以外の患者をいう。以下同じ。）に対し請求する金額が社会保険診療の場合と同一の基

準（１点 10円）により計算されることとの要件（以下「診療費の上限」という。）に関し

て、自費患者である外国人であって公的医療保険に加入していない者（以下「訪日外国人

患者」という。）に対する診療において発生する追加的費用に鑑み、訪日外国人患者に係

る診療費の上限は「社会保険診療報酬と同一の基準により計算される金額からその金額

に３を乗じて得た金額までの範囲内であって地域における標準的な料金を超えないもの

であること」とされたところ。 

これによって、社会医療法人等が、「健康保険法（大正 11年法律第 70号）の規定に基

づく療養の給付（入院時食事療養及び入院時生活療養に係る給付を含む。）に係るものに

限る（以下「訪日外国人患者診療」という。）」について通常とは別に価格を設定する場合

は、これまで実施していた社会医療法人等の各法人類型における既存の確認及び証明並

びに証明手続（以下「確認等」という。）の中で、当該社会医療法人等が行う訪日外国人

患者の自由診療に係る診療費（以下「訪日外国人患者診療価格」という。）が要件を満た

しているか確認等を受ける必要が生じることとなる。 

本実施要領は、社会医療法人等の各法人が訪日外国人患者診療価格に係る書類を提出

するに当たっての業務負担の軽減及び行政庁による確認等（社会医療法人にあっては都

道府県による確認、厚生農業協同組合連合会にあっては各都道府県による証明、特定医療

法人、福祉病院事業法人及びオープン病院事業法人にあっては各地方厚生（支）局による

証明並びに認定医療法人にあっては厚生労働省医政局医療経営支援課による認定をいう。

以下同じ。）の迅速かつ適正な実施を可能とすることを目的としている。 

 

２ 概要 

（１） 制度の概要 

  社会医療法人等が、訪日外国人患者診療について通常とは別に価格を設定する場合

は、（４）に定める方法によって地域における標準的な料金を超えない金額を算出した

上で、算出した上限までの範囲（算出結果が１点 30 円を超える場合は、１点 30 円ま

でとする）で訪日外国人患者診療価格を設定すること。また、行政庁による確認等を

受けることとする。 

 

（２） 対象となる者 

○ 社会医療法人 

医療法人のうち、医療法（昭和 23年法律第 205号）第 42条の２第１項各号に掲げ



る要件に該当するものとして、都道府県知事の認定を受けたもの。 

 

○ 特定医療法人 

租税特別措置法（昭和 32年法律第 26号）第 67条の２に基づき、財団又は持分の定

めのない社団の医療法人であって、その事業が医療の普及及び向上、社会福祉への貢

献その他公益の増進に著しく寄与し、かつ、公的に運営されていることにつき国税庁

長官の承認を受けたもの。 

 

○ 認定医療法人 

良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律（平

成 18年法律第 84号）附則第 10条の 3に基づく持分の定めのない医療法人へ移行しよ

うとする医療法人の移行に関する計画を策定し、一定の基準を満たすと厚生労働大臣

が認定したもの。 

 

○ オープン病院事業法人 

法人税法施行令（昭和 40 年政令第 97 号）第５条第１項第 29 号ヲにおいて、公益

社団法人のいわゆるオープン病院事業を行う医師会や歯科医師会、及び一般社団法人

（一般社団法人は、法人税法（昭和 40 年法律第 34 号）第２条第９号の２に規定する

非営利型法人に限る。）のうちオープン病院事業を行う医師会や歯科医師会であって一

定の要件に該当するもの。 

 

○ 福祉病院事業法人 

法人税法施行令第５条第１項第 29号ヨにおいて、公益社団法人、公益財団法人、一

般社団法人及び一般財団法人（一般社団法人及び一般財団法人は、法人税法第２条第９

号の２に規定する非営利型法人に限る。）のうち、無料低額な診療を行う病院事業を行

う法人で、一定の要件に該当するもの。 

 

○ 厚生農業協同組合連合会 

公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置する農業協同組合連合会のうち、法

人税法別表第２の農業協同組合連合会の項に規定する政令で定める要件を満たすもの

として財務大臣の指定を受け、同法第２条第６号に規定する公益法人等に該当すると

されたものであって、一定の要件に該当するものであることについて財務大臣の承認

を受けたもの。 

 

（３） 社会医療法人等における手続等 

  （２）に掲げる者は、訪日外国人患者診療価格を設定する場合には、（４）に掲げる

事項を充たすことについて、認定又は承認等に当たっての審査に必要になるものとし

て、以下で掲げる必要書類を行政庁に提出し、行政庁による確認等を受けること。 

社会医療法人は都道府県、認定医療法人は厚生労働省による事前の確認を経た上で、



当該金額での訪日外国人患者への請求を開始すること。 

なお、上記以外の法人類型（特定医療法人、オープン病院事業法人、福祉病院事業法

人及び厚生農業協同組合連合会）にあっても、訪日外国人患者診療価格の設定が適正で

あることが法人税の非課税措置等の要件であることに留意し、（４）に掲げる方法につ

いて誤りが生じないよう、可能な限り厚生労働省医政局総務課医療国際展開推進室に

事前に相談をすること。 

 

具体的に行政庁に提出する書類として以下に掲げるものが挙げられる。 

  ○ 別添に掲げる様式 

○ 診療報酬規程 

○ 通常とは別に価格を設定する場合は、訪日外国人患者診療価格が「地域における

標準的な料金を超えない額」であることを説明する書類 

 （共通書類） 

・ 訪日外国人患者診療価格の設定に当たって参照対象とした医療機関の一覧 

（a）一般財団法人日本医療教育財団が実施している外国人患者受入れ医療機

関認証制度認証病院（以下、「ＪＭＩＰ病院」という。）の場合は、厚生労

働省が公表している「外国人患者受入れ医療機関認証制度（ＪＭＩＰ）認

証病院一覧」 

（b）(ａ)以外の場合には、厚生労働省及び観光庁が公表している「外国人患者

を受け入れる医療機関の情報を取りまとめたリスト」（以下「リスト」とい

う。）（参照したリストは、時点を明示すること。） 

① リストに掲載されている医療機関（以下「リスト医療機関」という。）

の場合 

② 世界観光機関（ＵＮ Tourism）が認定する「ベスト・ツーリズム・ビレ

ッジ」の地域に所在している訪日外国人患者の受入実績が３ヵ月連続

20 人以上の病院又はベスト・ツーリズム・ビレッジの地域に所在して

いる訪日外国人患者の年間受入実績 125 人以上若しくは受入実績が３

ヵ月連続 20人以上のいずれかに該当する診療所（以下、まとめて「Ｂ

ＴＶ医療機関」という。）の場合 

③ ＪＭＩＰ病院・リスト医療機関・ＢＴＶ医療機関のいずれにも該当しな

い医療機関（以下、「その他医療機関」という。）の場合 

※ なお、医療機関が複数の区分に該当する場合にあっては、実際に参照対象

とした区分の医療機関一覧で足りるものとする。 

・ その他、訪日外国人患者診療価格を決めるに当たって根拠となる資料 

 

（ＪＭＩＰ病院の場合） 

・ 一般財団法人日本医療教育財団から送付される認証書の写し 

 

（リスト医療機関、ＢＴＶ医療機関、その他医療機関の場合） 



・ 年間の訪日外国人患者（但し、医療渡航患者を除く。以下同じ。）受入実績を示

す資料 

※ 外来患者数と新入院患者数を足した人数であり、外来患者数は「初診、再

診等の区別なく、全てを合計したもの（同一患者が２回外来受診した場合は

２人とカウントする）」、新入院患者数は「新たに入院した患者数（同一患者

が２回、新たに入院した場合は、２人とカウントする）」をいう。 

・ＪＭＩＰ病院かつ「リスト医療機関のうち年間 250 人以上の訪日外国人患者の

受入実績がある医療機関（以下、「受入実績 250 人以上リスト医療機関」とい

う。）」の両方に該当する場合であって、参照対象とする医療機関を受入実績 250

人以上リスト医療機関とする場合は、受入実績 250人以上リスト医療機関を参

照することが適当であることを示す理由書 

・ＢＴＶ医療機関かつＪＭＩＰ病院の両方に該当する場合であって、参照対象とす

る医療機関をＪＭＩＰ病院とする場合は、ＪＭＩＰ病院を参照することが適当

であることを示す理由書 

・ＢＴＶ医療機関と同一の設置主体の医療機関が、ＢＴＶ医療機関と同一の二次医

療圏内に所在している場合であって、同一の二次医療圏の複数医療機関の訪日

外国人患者診療価格を統一する際は、ＢＴＶ医療機関の所在地が「ベスト・ツー

リズム・ビレッジ」に認定されていることを示す書類及び訪日外国人患者診療価

格を統一する理由書 

 

（４） 訪日外国人患者診療価格の設定方法 

地域における標準的な料金を超えない金額を算出するに当たっては、（２）に掲

げる者は以下の手順に基づき、診療価格を設定すること。ただし、ＢＴＶ医療機関

と同一の設置主体の医療機関が同一の二次医療圏内に所在する場合は、同一の二

次医療圏内の医療機関の訪日外国人患者診療価格を統一することが可能である。 

なお、診療価格の設定に当たって、不明な点等がある場合には、可能な限り、予

め厚生労働省医政局総務課医療国際展開推進室に照会すること。 

 

① 該当する区分の確認 

＜該当する区分＞ 

・ＪＭＩＰ病院の場合 

・受入実績 250人以上リスト医療機関の場合 

・ＢＴＶ医療機関の場合 

・その他医療機関の場合 

※ ＪＭＩＰ病院及びＢＴＶ医療機関並びに受入実績 250人以上リスト医療機関

のいずれの区分にも該当する場合、いずれかの区分を選択することができる。

②以下の手順では、選択した区分によること。（その他、前述のとおり、ＪＭＩ

Ｐ病院が受入実績 250人以上リスト医療機関を選択する場合、ＢＴＶ医療機関

がＪＭＩＰ病院を選択する場合には理由書の提出が必要な点に留意すること。） 



 

② 参照対象とする医療機関の区分を確認 

・ＪＭＩＰ病院の場合は、ＪＭＩＰ病院を参照すること。 

・受入実績 250人以上リスト医療機関の場合は、ＪＭＩＰ病院を除く受入実績 250

人以上リスト医療機関を参照すること。 

・ＢＴＶ医療機関の場合は、受入実績 250人以上リスト医療機関のうち、ＪＭＩＰ

病院を除く病院を参照すること。 

   ・それ以外の医療機関の場合は、年間の訪日外国人患者受入実績が 250 人未満の

リスト医療機関のうち、ＪＭＩＰ病院を除く医療機関を参照すること。 

 

③ 厚生労働省ホームページに掲載されている「外国人患者受入れ医療機関認証制度

（ＪＭＩＰ）認証病院一覧」又は「リスト（外国人患者を受け入れる医療機関の情

報を取りまとめたリスト）」を確認し、一覧の中から参照対象となる医療機関を決

定 

 

(共通) 

・病院は病院を参照対象とすること、診療所は診療所を参照対象とすること。ただ

し、ＢＴＶ医療機関はその方法によること。 

 

（ＪＭＩＰ病院の場合） 

・ＪＭＩＰ病院が所在する同一都道府県内において、ＪＭＩＰ病院が３医療機関以

上あるかを確認し、３医療機関ない場合には、隣接する都道府県から順に３医

療機関以上見つかるまで範囲を拡大した上で、拡大した都道府県を含めた地域

において該当する全ての医療機関を参照対象とすること。 

     

（受入実績 250人以上リスト医療機関の場合） 

・所在する二次医療圏内で参照対象となる医療機関（ＪＭＩＰ病院でなく、年間の

訪日外国人患者受入実績が 250 人以上の医療機関）が３医療機関以上あるかを

確認し、３医療機関ない場合には、当該医療機関が所在する都道府県内で隣接す

る二次医療圏から順に３医療機関以上見つかるまで範囲を拡大した上で、拡大

した二次医療圏を含めた地域において該当する全ての医療機関を参照対象とす

ること。都道府県内で３医療機関以上見つからない場合には、隣接する都道府県

から順に３医療機関以上見つかるまで範囲を拡大した上で、拡大した都道府県

を含めた地域において該当する全ての医療機関を参照対象とすること。    

     

（ＢＴＶ医療機関の場合） 

・ 所在する二次医療圏内で参照対象となる医療機関（リスト医療機関のうち、Ｊ

ＭＩＰ病院でなく、年間の訪日外国人患者受入実績が 250人以上の病院）が３病

院以上あるかを確認し、３病院ない場合には、当該医療機関が所在する都道府県



内で隣接する二次医療圏から順に３病院以上見つかるまで範囲を拡大した上で、

拡大した二次医療圏を含めた地域において該当する全ての病院を参照対象とす

ること。都道府県内で３病院以上見つからない場合には、隣接する都道府県から

順に３病院以上見つかるまで範囲を拡大した上で、拡大した都道府県を含めた

地域において該当する全ての病院を参照対象とすること。    

 

（その他医療機関の場合） 

・所在する二次医療圏内で参照対象となる医療機関（ＪＭＩＰ病院でなく、リスト

医療機関のうち、年間の訪日外国人患者受入実績が 250人未満の医療機関）が３

医療機関以上あるかを確認し、３医療機関ない場合には、当該医療機関が所在す

る都道府県内で隣接する二次医療圏から順に３医療機関以上見つかるまで範囲

を拡大した上で、拡大した二次医療圏を含めた地域において該当する全ての医

療機関を参照対象とすること。都道府県内で３医療機関以上見つからない場合

には、隣接する都道府県から順に３医療機関以上見つかるまで範囲を拡大した

上で、拡大した都道府県を含めた地域において該当する全ての医療機関を参照

対象とすること。    

 

④  「参照対象となる全ての医療機関の訪日外国人患者診療価格における平均値」

又は「参照対象となる全ての医療機関の訪日外国人患者診療価格における中央値」

のいずれかを用いて、設定可能な訪日外国人患者診療価格の上限を算出する。 

・平均値とは、参照対象となる全ての医療機関の訪日外国人患者診療価格の合計額

を参照対象となる医療機関数で除した値とする。 

・中央値とは、参照対象となる全ての医療機関の訪日外国人患者診療価格を高い順

に並べ替えた上で、参照する医療機関数が奇数の場合は中央に位置する医療機

関の訪日外国人患者診療価格、参照する医療機関数が偶数の場合には中央に位

置する２つの医療機関の訪日外国人患者診療価格の平均値（参照対象となる２

医療機関の訪日外国人患者診療価格の合計額を２で除した値）とする。 

 

⑤  設定可能な訪日外国人患者診療価格の上限までの範囲内で、訪日外国人患者診

療価格を設定する。 

・算出した訪日外国人患者診療価格の上限が１点 30円を超える場合は、１点 30円

までとすること。 

 

（５） 行政庁における手続等 

  行政庁は、（２）に掲げる者から提出された資料について、（４）に掲げる事項を満た

すことについて審査し、各法人類型に応じた行政庁による確認等を行うこと。 

  



（別添 様式） 

 

 

社会医療法人等における訪日外国人患者診療価格の設定について 

 

（各法人類型の行政庁の長） 殿 

 

       申請者名              

       住   所              

 

 以下のとおり相違ありません。 

 

【訪日外国人患者に対し請求する診療費】 

訪日外国人患者診療（健康保険法に基づく療養の給付（入院時食事療養及び入院時

生活療養に係る給付を含む）に係るものに限る。）について、当該社会医療法人等が

訪日外国人患者（自費患者である外国人であって公的医療保険に加入していない者を

いう。）に請求する金額（以下、「訪日外国人患者診療価格」という。）について、社

会保険診療と同一の基準により計算しているか、いずれか該当する項目欄の□にチェ

ックすること。 

□ 同一の基準による 

□ 同一の基準によらない 

 

＜「同一の基準による」をチェックした場合＞ 

添付資料 

○ 当該医療機関の診療報酬規程 

 

＜「同一の基準によらない」をチェックした場合＞ 

添付資料 

○ 診療報酬規程 

○ 訪日外国人患者診療価格が「地域における標準的な料金を超えない額」であるこ

とを説明する書類 

＜共通書類＞ 

・訪日外国人患者診療価格の設定に当たって参照対象とした医療機関の一覧（直下

「参照対象とした医療機関のリスト詳細」を記載した場合はそれで足りるものと

する。） 

・その他、訪日外国人患者診療価格を決めるに当たって根拠となる資料  

 

＜ＪＭＩＰ病院（一般財団法人日本医療教育財団が実施している外国人患者受入れ

医療機関認証制度認証病院）＞ 



・一般財団法人日本医療教育財団から送付される認証書の写し 

 

＜ＪＭＩＰ病院以外＞ 

・ 年間の訪日外国人患者（但し、医療渡航患者を除く。）受入実績を示す資料 

※ 外来患者数と新入院患者数を足した人数であり、外来患者数は、初診、再

診等の区別なく、全てを合計すること。（同一患者が２回外来受診した場合

は２人とカウントする。新入院患者数は、新たに入院した患者数（同一患者

が２回、新たに入院した場合は、２人とカウントする） 

・ ＪＭＩＰ病院かつ、外国人患者を受け入れる医療機関の情報を取りまとめたリ

スト医療機関のうち年間 250人以上の訪日外国人患者の受入実績がある医療機

関の両方に該当する場合であって、参照対象とする医療機関を受入実績 250人

以上リスト医療機関とする場合は、250 人以上リスト医療機関を参照すること

が適当であることを示す理由書 

・ 世界観光機関（ＵＮ Tourism）が認定する「ベスト・ツーリズム・ビレッジ」

の地域に所在している訪日外国人患者の受入実績が３ヵ月連続 20 人以上の病

院又はベスト・ツーリズム・ビレッジの地域に所在している訪日外国人患者の

年間受入実績 125 人以上若しくは受入実績が３ヵ月連続 20 人以上のいずれか

に該当する診療所（以下、「ＢＴＶ医療機関）という。）と同一の二次医療圏内

に所在している場合であって、同一の二次医療圏の複数医療機関の訪日外国人

患者診療価格を統一する際は、ＢＴＶ医療機関の所在地がベスト・ツーリズム・

ビレッジに認定されていることを示す書類及び訪日外国人患者診療価格を統

一する理由書 

・ ＢＴＶ医療機関かつＪＭＩＰ病院の両方に該当する場合であって、参照対象と

する医療機関をＪＭＩＰ病院とする場合は、ＪＭＩＰ病院を参照することが適

当であることを示す理由書 

 

○ 参照対象とした医療機関のリスト詳細 

参照地域※１ 参照対象医療機関※２ 訪日外国人患者診療価格 

   

   

   

   

   

   

   

   



 ※１  参照対象をＪＭＩＰ病院とする場合は都道府県単位、それ以外とする場合は、

当該医療機関が所在する都道府県内は二次医療圏単位、当該医療機関が所在す

る都道府県以外は都道府県単位で記載すること 

 ※２ 参照対象をＪＭＩＰ病院とする場合は「外国人患者受入れ医療機関認証制度（Ｊ

ＭＩＰ）認証病院一覧」、それ以外の場合は、厚生労働省及び観光庁が公表して

いる「外国人患者を受け入れる医療機関の情報を取りまとめたリスト」を活用

すること 

※３ 行が足りない場合には適宜追加すること 

 



別添２ 

○「社会医療法人の認定について」（平成 20年３月 31日医政発第 0331008号）本文の一部改正

（下線の部分は改正部分） 

改 正 後 改 正 前 

第１ （略） 

第２  社会医療法人の認定要件 

１～３ （略） 

４ 救急医療等確保事業に係る業務の実施について（法第４２条の２第１項第

４号関係） 

(1) （略）

(2) ２以上の都道府県において病院又は診療所を開設する医療法人のうち、

１の都道府県においてのみ病院を開設し、かつ、当該病院の所在地の都道

府県の医療計画において定める法第３０条の４第２項第１４号に規定する

区域（以下「二次医療圏」という。）に隣接した当該都道府県以外の都道府

県の医療計画において定める二次医療圏において診療所を開設する医療法

人であって、当該病院及び当該診療所における医療の提供が一体的に行わ

れているものとして次に掲げる基準に適合するものは、当該診療所の所在

地の都道府県においては救急医療等確保事業の要件を満たすことを要しな

いこと。 

①～④ （略） 

５ （略） 

６ 公的な運営に関する要件について（法第４２条の２第１項第６号関係） 

(1) 医療法人の運営について（医療法施行規則（昭和２３年厚生省令第５０

号。以下「規則」という。）第３０条の３５の３第１項第１号関係） 

①～⑥ （略） 

第１ （略） 

第２  社会医療法人の認定要件 

１～３ （略） 

４ 救急医療等確保事業に係る業務の実施について（法第４２条の２第１項第

４号関係） 

(1) （略）

(2) ２以上の都道府県において病院又は診療所を開設する医療法人のうち、

１の都道府県においてのみ病院を開設し、かつ、当該病院の所在地の都道

府県の医療計画において定める法第３０条の４第２項第１２号に規定する

区域（以下「二次医療圏」という。）に隣接した当該都道府県以外の都道府

県の医療計画において定める二次医療圏において診療所を開設する医療法

人であって、当該病院及び当該診療所における医療の提供が一体的に行わ

れているものとして次に掲げる基準に適合するものは、当該診療所の所在

地の都道府県においては救急医療等確保事業の要件を満たすことを要しな

いこと。 

①～④ （略） 

５ （略） 

６ 公的な運営に関する要件について（法第４２条の２第１項第６号関係） 

(1) 医療法人の運営について（医療法施行規則（昭和２３年厚生省令第５０

号。以下「規則」という。）第３０条の３５の３第１項第１号関係） 

①～⑥ （略） 



 ⑦ 毎会計年度（医療法上の会計年度をいう。以下同じ。）の末日における

遊休財産額は、直近に終了した会計年度の損益計算書に計上する事業（法

第４２条の規定に基づき同条各号に掲げる業務として行うもの及び法第

４２条の２第１項の規定に基づき同項に規定する収益業務として行うも

のを除く。）に係る費用の額（損益計算書（医療法人における事業報告書

等の様式について（平成１９年医政指発第０３３０００３号。以下「事業

報告書等通知」という。）の１の(4)に規定する損益計算書をいう。第２

の６の(2)の①、②及び⑤において同じ。）の本来業務事業損益に係る事

業費用の額をいう。）を超えてはならないこと。 

  （後略） 

 ⑧ （略） 

 ⑨ 直近の３会計年度（但し、新たに社会医療法人の認定を受けようとす

る場合にあっては、直近の３会計年度に加え、認定日の属する会計年度

について認定日の前日までを含む。）において、法令に違反する事実、そ

の帳簿書類に取引の全部若しくは一部を隠ぺいし、又は仮装して記録若

しくは記載をしている事実その他公益に反する事実がないこと。 

なお、法令に違反する事実とは、例えば、医療に関する法令の場合には

次に掲げるいずれかの事実がある場合をいうものとする。 

   イ・ロ （略） 

   ハ 法第３０条の１１第１項の規定に基づく都道府県知事の勧告に反す

る病院の開設、増床又は病床種別の変更が行われた場合 

   ニ～ホ （略） 

 

 (2) 医療法人の事業について（規則第３０条の３５の３第１項第２号関係） 

  ① （略） 

② 次に掲げる収入金額の合計額が、医療保健業務に係る収入金額（トに

掲げる収入金額を含むものとし、経常的なものに限る。以下同じ。）の１

００分の８０を超えること。 

   （中略） 

   (ｲ) 損益計算書の本来業務事業損益に係る事業収益の額 

 ⑦ 毎会計年度（医療法上の会計年度をいう。以下同じ。）の末日における

遊休財産額は、直近に終了した会計年度の損益計算書に計上する事業（法

第４２条の規定に基づき同条各号に掲げる業務として行うもの及び法第

４２条の２第１項の規定に基づき同項に規定する収益業務として行うも

のを除く。）に係る費用の額（損益計算書（医療法人における事業報告書

等の様式について（平成１９年医政指発第０３３０００３号。以下「事業

報告書等通知」という。）の１の(4)に規定する損益計算書をいう。第２

の６の(2)の①、②及び④において同じ。）の本来業務事業損益に係る事

業費用の額をいう。）を超えてはならないこと。 

  （後略） 

 ⑧ （略） 

 ⑨ 直近の３会計年度（但し、新たに社会医療法人の認定を受けようとす

る場合にあっては、直近の３会計年度に加え、認定日の属する会計年度

について認定日の前日までを含む。）において、法令に違反する事実、そ

の帳簿書類に取引の全部若しくは一部を隠ぺいし、又は仮装して記録若

しくは記載をしている事実その他公益に反する事実がないこと。 

なお、法令に違反する事実とは、例えば、医療に関する法令の場合には

次に掲げるいずれかの事実がある場合をいうものとする。 

   イ・ロ （略） 

   ハ 法第３０条の１１の規定に基づく都道府県知事の勧告に反する病院

の開設、増床又は病床種別の変更が行われた場合 

   ニ～ホ （略） 

 

 (2) 医療法人の事業について（規則第３０条の３５の３第１項第２号関係） 

  ① （略） 

  ② 次に掲げる収入金額の合計額が、医療保健業務に係る収入金額（トに

掲げる収入金額を含むものとし、経常的なものに限る。以下同じ。）の１

００分の８０を超えること。 

   （中略） 

   (ｲ) 損益計算書の本来業務事業損益に係る事業収益の額 



(ﾛ) 損益計算書の附帯業務事業損益に係る事業収益の額（医療保健業務

に係るものに限る。） 

なお、医療法人が採用する会計基準によっては、トに掲げる収入金額

が事業外収益又は特別収益に計上されている場合がある。その場合は、

（ｲ）及び（ﾛ）の事業収益の額に当該トに掲げる収入金額を加算した金額

とする。 

イ～ト （略） 

（後略） 

③ 自費患者（社会保険診療に係る患者又は労働者災害補償保険法に係る

患者以外の患者をいう。以下同じ。）に対し請求する金額（④イの特定外

国人患者請求額を除く。）が、社会保険診療報酬と同一の基準により計算

されること。 

なお、社会保険診療報酬と同一の基準とは、次に掲げるもののほか、そ

の法人の診療報酬の額が診療報酬の算定方法に関する厚生労働省告示の

別表に掲げる療養について、同告示及び健康保険法の施行に関する諸通

達の定めるところにより算定した額程度以下であることの定めがされて

おり、かつ、報酬の徴収が現にその定めに従ってされているものである

こと。 

イ 公害健康被害者に係る診療報酬及び予防接種により健康被害者に係

る診療報酬にあっては、法令等に基づいて規定される額 

ロ 分娩
べん

料等健康保険法の規定に類似のものが定められていないものに

あっては、地域における標準的な料金として診療報酬規程に定められ

た額を超えない額 

④ 特定外国人患者請求額が、社会保険診療報酬と同一の基準により計算

される金額から当該金額に３を乗じて得た金額までの範囲内であって

地域における標準的な料金を超えないものであること。 

イ 「特定外国人患者請求額」とは、医療法施行規則第 30条の 35の３第

１項第２号ニに規定する特定外国人患者請求額をいう。

ロ 「社会保険診療報酬と同一の基準により計算される金額から当該金

(ﾛ) 損益計算書の附帯業務事業損益に係る事業収益の額（医療保健業務

に係るものに限る。） 

イ～ト （略） 

（後略） 

③ 自費患者（社会保険診療に係る患者又は労働者災害補償保険法に係る

患者以外の患者をいう。以下同じ。）に対し請求する金額が、社会保険診

療報酬と同一の基準により計算されること。 

なお、社会保険診療報酬と同一の基準とは、次に掲げるもののほか、そ

の法人の診療報酬の額が診療報酬の算定方法に関する厚生労働省告示の

別表に掲げる療養について、同告示及び健康保険法の施行に関する諸通

達の定めるところにより算定した額程度以下であることの定めがされて

おり、かつ、報酬の徴収が現にその定めに従ってされているものである

こと。 

イ 公害健康被害者に係る診療報酬及び予防接種により健康被害者に係

る診療報酬にあっては、法令等に基づいて規定される額 

ロ 分娩
べん

料等健康保険法の規定に類似のものが定められていないものに

あっては、地域における標準的な料金として診療報酬規程に定められ

た額を超えない額 

  （新設） 



額に３を乗じて得た金額までの範囲内であって地域における標準的な

料金を超えないものであること」とは、その法人の特定外国人患者請

求額が「社会医療法人等が行う訪日外国人患者診療価格設定について

（通知）」（令和８年３月 31日付け医政発 0331第 19号厚生労働省医

政局長通知）の定めるところにより算定した額であることの定めがさ

れており、かつ、報酬の徴収が現にその定めに従ってされているもの

であること。 

※ なお、医療を目的として来日する外国人渡航者を積極的に受け入れ

ることにより、社会医療法人制度の趣旨を妨げ、地域で必要な医療の

提供に支障を来さないよう、注意すること。 

  ⑤ 病院、診療所、介護老人保健施設及び介護医療院の業務に係る収入金

額（補助金等に係る収入金額のうち当該業務に係るものを含むものとし、

経常的なものに限る。）（損益計算書の本来業務事業損益に係る事業収益

の額をいう。なお、医療法人が採用する会計基準によっては、補助金等に

係る収入金額が事業外収益又は特別収益に計上されている場合がある

が、その場合は事業収益の額に補助金等に係る収入金額のうち当該業務

に係るものを加算した金額とする。）が、当該業務に係る費用の額（経常

的なものに限る。）（損益計算書の本来業務事業損益に係る事業費用の額

をいう。）に１００分の１５０を乗じて得た額の範囲内であること。 

 

７・８ （略） 

 

第３ 社会医療法人の認定等に当たっての留意事項 

１～４ （略） 

 

５ 社会医療法人の認定の取消し 

 (1) 都道府県知事は、社会医療法人が法第６４条の２第１項各号のいずれか

に該当すると認めるときは、必要に応じ、速やかに法第６３条の規定によ

る社会医療法人の事務所への立入検査又は法第６４条の規定による社会医

療法人に対する改善命令を発出した上で、法第６４条の２第１項の規定に

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 病院、診療所、介護老人保健施設及び介護医療院の業務に係る収入金

額（補助金等に係る収入金額のうち当該業務に係るものを含むものとし、

経常的なものに限る。）（損益計算書の本来業務事業損益に係る事業収益

の額をいう。）が、当該業務に係る費用の額（経常的なものに限る。）（損

益計算書の本来業務事業損益に係る事業費用の額をいう。）に１００分

の１５０を乗じて得た額の範囲内であること。 

 

 

 

 

７・８ （略） 

 

第３ 社会医療法人の認定等に当たっての留意事項 

１～４ （略） 

 

５ 社会医療法人の認定の取消し 

 (1) 都道府県知事は、社会医療法人が法第６４条の２第１項各号のいずれか

に該当すると認めるときは、必要に応じ、速やかに法第６３条の規定によ

る社会医療法人の事務所への立入検査又は法第６４条の規定による社会医

療法人に対する改善命令を発出した上で、法第６４条の２第１項の規定に



より、社会医療法人の認定を取り消し、又は期間を定めて附帯業務のうち

第一種社会福祉事業（ケアハウスを除く。）及び収益業務の全部若しくは一

部の停止を命ずること。 

 (2)～(6) （略） 

 

６ 社会医療法人の認定を取り消された医療法人の救急医療等確保事業に係る

業務の継続的な実施に関する計画の認定等 

(1) （略） 

(2) 実施計画の認定を受けようとする医療法人は、次に掲げる書類を提出す

ること。 

①  （略） 

② 実施計画 別添８（規則第３０条の３６の３の別記様式第１の２） 

③・④ （略） 

 (3)・(4) （略） 

(5) 実施計画の認定を受けた医療法人は、毎会計年度終了後３月以内に、次

に掲げる書類を都道府県知事に提出しなければならないこと。 

  ① 実施計画の実施状況報告書 別添１０（規則第３０条の３６の９第１

項の別記様式第１の３） 

  ② （略） 

 (6)～(12) （略） 

 

７ その他 

 (1)～(5) （略） 

 (6) 社会医療法人の税制上の取扱い 

   ① 社会医療法人については、次の税制上の措置が講ぜられたこと。 

     イ （略） 

ロ 社会医療法人が行う医療保健業（法第４２条の規定に基づき同条各

号に掲げる業務として行うもの及び法第４２条の２第１項の規定に基

づき同項に規定する収益業務として行うものを除く。）が法人税法施

行令第５条に規定する収益事業の範囲から除外されたこと。これによ

より、社会医療法人の認定を取り消し、期間を定めて附帯業務のうち第一

種社会福祉事業（ケアハウスを除く。）及び収益業務の全部の停止を命ずる

こと。 

 (2)～(6) （略） 

 

６ 社会医療法人の認定を取り消された医療法人の救急医療等確保事業に係る

業務の継続的な実施に関する計画の認定等 

(1) （略） 

(2) 実施計画の認定を受けようとする医療法人は、次に掲げる書類を提出す

ること。 

① （略） 

② 実施計画 別添８（規則第３０条の３６の３の別記様式第１の３） 

③・④ （略） 

 (3)・(4) （略） 

(5) 実施計画の認定を受けた医療法人は、毎会計年度終了後３月以内に、次

に掲げる書類を都道府県知事に提出しなければならないこと。 

  ① 実施計画の実施状況報告書 別添１０（規則第３０条の３６の９第１

項の別記様式第１の４） 

  ② （略） 

 (6)～(12) （略） 

 

７ その他 

 (1)～(5) （略） 

 (6) 社会医療法人の税制上の取扱い 

   ① 社会医療法人については、次の税制上の措置が講ぜられたこと。 

     イ （略） 

ロ 社会医療法人が行う医療保健業（法第４２条の規定に基づき同条各

号に掲げる業務として行うもの及び法第４２条の２第１項の規定に基

づき同項に規定する収益業務として行うものを除く。）が法人税法施

行令第５条に規定する収益事業の範囲から除外されたこと。これによ



り、当該医療保健業に係る法人税については、法人税法第６条の規定

により非課税となること。 

ハ 社会医療法人の法人税法上の収益事業に属する資産のうちから収益

事業以外の事業のために支出した金額は、法人税法第３７条第６項の

規定により当該社会医療法人の収益事業に係る寄附金の額とみなし、

その損金算入限度額は、所得の金額の１００分の５０に相当する金額

（当該金額が年２００万円に満たない場合は年２００万円）であるこ

と。 

ニ 医療法人が社会医療法人の認定を受けた場合には、法人税法第１０

条第１項及び第２項の規定により、認定を受けた日の前日に当該医療

法人が解散し、認定を受けた日に当該社会医療法人が設立されたもの

とみなして、同条第１項及び第２項に規定する規定を適用すること。 

 

ホ ニの場合については、法人税法第１４条第４号の規定により、当該

医療法人の会計年度開始の日から社会医療法人の認定を受けた日の前

日までの期間及び社会医療法人の認定を受けた日からその会計年度終

了の日までの期間を事業年度とみなして、同法の規定を適用すること。

また、社会医療法人の認定を取り消された医療法人の会計年度開始の

日から社会医療法人の認定が取り消された日の前日までの期間及び社

会医療法人の認定が取り消された日からその会計年度終了の日までの

期間についても同様とすること。 

   ヘ～リ （略） 

   ②・③ （略） 

 (7) 特定医療法人が社会医療法人の認定を受けた場合の取扱い 

租税特別措置法第６７条の２第１項の承認を受けた医療法人（以下「特

定医療法人」という。）が会計年度の中途において新たに社会医療法人の認

定を受けた場合にあっては、当該会計年度開始の日から当該認定を受けた

日の前日までの期間について租税特別措置法施行令（昭和３２年政令第４

３号）第３９条の２５第５項及び租税特別措置法施行規則（昭和３２年大

蔵省令第１５号）第２２条の１５第３項の規定に基づく特定医療法人の承

り、当該医療保健業に係る法人税については、法人税法第７条の規定

により非課税となること。 

ハ 社会医療法人の法人税法上の収益事業に属する資産のうちから収益

事業以外の事業のために支出した金額は、法人税法第３７条第５項の

規定により当該社会医療法人の収益事業に係る寄附金の額とみなし、

その損金算入限度額は、所得の金額の１００分の５０に相当する金額

（当該金額が年２００万円に満たない場合は年２００万円）であるこ

と。 

ニ 医療法人が社会医療法人の認定を受けた場合には、法人税法第１０

条の３第１項及び第２項の規定により、認定を受けた日の前日に当該

医療法人が解散し、認定を受けた日に当該社会医療法人が設立された

ものとみなして、同条第１項及び第２項に規定する規定を適用するこ

と。 

ホ ニの場合については、法人税法第１４条第２２号の規定により、当

該医療法人の会計年度開始の日から社会医療法人の認定を受けた日の

前日までの期間及び社会医療法人の認定を受けた日からその会計年度

終了の日までの期間を事業年度とみなして、同法の規定を適用するこ

と。また、社会医療法人の認定を取り消された医療法人の会計年度開

始の日から社会医療法人の認定が取り消された日の前日までの期間及

び社会医療法人の認定が取り消された日からその会計年度終了の日ま

での期間についても同様とすること。 

   ヘ～リ （略） 

   ②・③ （略） 

 (7) 特定医療法人が社会医療法人の認定を受けた場合の取扱い 

租税特別措置法第６７条の２第１項の承認を受けた医療法人（以下「特

定医療法人」という。）が会計年度の中途において新たに社会医療法人の認

定を受けた場合にあっては、当該会計年度開始の日から当該認定を受けた

日の前日までの期間について租税特別措置法施行令（昭和３２年政令第４

３号）第３９条の２５第５項及び租税特別措置法施行規則（昭和３２年大

蔵省令第１５号）第２２条の１５第２項の規定に基づく特定医療法人の承



認要件を満たす旨を説明する書類を当該認定を受けた日から３月以内に、

納税地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない

こと。 

  （後略） 

(8) 税制上の措置を受ける場合の取扱い

（前略）

① 税制上の措置の適用を受ける事業年度の確定申告書に、累積所得金額

から控除する金額及びその計算に関する明細等（法人税法施行規則（昭

和４０年大蔵省令第１２号）別表 14(9)）を記載（各会計年度において都

道府県知事に提出した実施状況報告書（別添１０）を添付）し、かつ、実

施計画の認定通知書（別添９）及び当該認定を受けた実施計画（別添８）

の写しを添付すること。また、その適用を受ける事業年度後の各事業年

度の確定申告書に救急医療等確保事業用資産の取得未済残額等（法人税

法施行規則別表 14(9)）を記載すること。 

② （略）

③ 税制上の措置の適用を受けた医療法人は、原則として、その適用を受

けた事業年度開始の日から②の取得価額が減額された救急医療等確保事

業用資産の全てについて譲渡又は除却をしたこと、償却済となったこと

等の事実が生じた日までの期間内の日を含む各事業年度等については、

社会保険診療報酬の所得の計算の特例（租税特別措置法第６７条）の適

用を受けることはできないこと。 

認要件を満たす旨を説明する書類を当該認定を受けた日から３月以内に、

納税地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない

こと。 

  （後略） 

(8) 税制上の措置を受ける場合の取扱い

（前略）

① 税制上の措置の適用を受ける事業年度の確定申告書に、累積所得金額

から控除する金額及びその計算に関する明細等（法人税法施行規則（昭

和４０年大蔵省令第１２号）別表 14(8)）を記載（各会計年度において都

道府県知事に提出した実施状況報告書（別添１０）を添付）し、かつ、実

施計画の認定通知書（別添９）及び当該認定を受けた実施計画（別添８）

の写しを添付すること。また、その適用を受ける事業年度後の各事業年

度の確定申告書に救急医療等確保事業用資産の取得未済残額等（法人税

法施行規則別表 14(8)）を記載すること。 

② （略）

③ 税制上の措置の適用を受けた医療法人は、原則として、その適用を受

けた事業年度開始の日から②の取得価額が減額された救急医療等確保事

業用資産の全てについて譲渡又は除却をしたこと、償却済となったこと

等の事実が生じた日までの期間内の日を含む各事業年度等については、

社会保険診療報酬の所得の計算の特例（租税特別措置法第６７条、第６

８条の９９）の適用を受けることはできないこと。 



 

○「社会医療法人の認定について」（平成 20年３月 31日医政発第 0331008号）の「添付書類６」の一部改正 

（下線の部分は改正部分） 

改   正   後 改   正   前 

添付書類６（小児救急医療） 

 

医療法第４２条の２第１項第５号の要件に該当する旨を説明する書類 

 

                  申請者名：                     

 

                住  所：                     

 

 以下のとおり相違ありません。 

 

（表略） 

（記載上の注意事項） 

○ 直近に終了した３会計年度における初診料（診療報酬の算定方法（平成２０年厚生労働省

告示第５９号）別表第一区分番号Ａ000に掲げるものをいう。）の算定件数を記載すること。 

 

（表略） 

 

添付書類６（小児救急医療） 

 

医療法第４２条の２第１項第５号の要件に該当する旨を説明する書類 

 

                  申請者名：                     

 

                住  所：                     

 

 以下のとおり相違ありません。 

 

（表略） 

（記載上の注意事項） 

○ 直近に終了した３会計年度における初診料（診療報酬の算定方法（平成１８年厚生労働省

告示第９２号）別表第一区分番号Ａ000に掲げるものをいう。）の算定件数を記載すること。 

 

（表略） 

 

 



○「社会医療法人の認定について」（平成 20年３月 31日医政発第 0331008号）の「添付書類８」の一部改正

（下線の部分は改正部分） 

改 正 後 改 正 前 

添付書類８ 

公的な運営に関する要件（医療法第４２条の２第１項第６号）に該当する旨を説明する 

書類（事業） 

申請者名：

住  所：

以下のとおり相違ありません。 

１ （略） 

２ 医療保健業務に係る収入金額の明細（規則第３０条の３５の３第１項第２号ロ） 

 （表略） 

（記載上の注意事項） 

(1) 直近に終了した会計年度の医療保健業務に係る収入金額について、本来業務と附帯

業務を区別したうえで、病院、診療所、介護老人保健施設及び介護医療院の別に記載す

ること。その際、③が損益計算書の本来業務事業損益に係る事業収益の金額（※）と一

致すること。 

(2) 直近に終了した会計年度の附帯業務のうち、医療保健業務以外の業務に係る収入金

額について、次の表に記載すること。その際、④及び⑭の合計額が、損益計算書の附帯

業務事業損益に係る事業収益の金額（※）と一致すること。 

（※） 医療法人が採用する会計基準によっては、補助金等に係る収入金額が事業外収

益又は特別収益に計上されている場合があるが、その場合は事業収益の額に補助金

等に係る収入金額のうち、(1)は本来業務、(2)は附帯業務に係るものを加算した金

額とする。 

添付書類８ 

公的な運営に関する要件（医療法第４２条の２第１項第６号）に該当する旨を説明する 

書類（事業） 

申請者名：

住  所：

以下のとおり相違ありません。 

１ （略） 

２ 医療保健業務に係る収入金額の明細（規則第３０条の３５の３第１項第２号ロ） 

 （表略） 

（記載上の注意事項） 

(1) 直近に終了した会計年度の医療保健業務に係る収入金額について、本来業務と附帯

業務を区別したうえで、病院、診療所、介護老人保健施設及び介護医療院の別に記載す

ること。その際、③が損益計算書の本来業務事業損益に係る事業収益の金額と一致する

こと。 

(2) 直近に終了した会計年度の附帯業務のうち、医療保健業務以外の業務に係る収入金

額について、次の表に記載すること。その際、④及び⑭の合計額が、損益計算書の附帯

業務事業損益に係る事業収益の金額と一致すること。

別添２-２



 （表略） 

 

３～９ （略） 

 

１０ 自費患者に対し請求する金額（規則第３０条の３５の３第１項第２号ハ） 

診療収入について、自費患者に請求する金額（特定外国人患者請求額を除く。）は、社

会保険診療と同一の基準により計算するか否か、いずれか該当する項目欄の□にチェッ

クすること。 

   □ 同一の基準による 

   □ 同一の基準によらない 

 

１１ 特定外国人患者請求額（規則第３０条の３５の３第１項第２号ニ） 

診療収入について、特定外国人患者請求額は、社会保険診療報酬と同一の基準により計

算される金額から当該金額に３を乗じて得た金額までの範囲内であって地域における標

準的な料金を超えないものか否か、いずれか該当する項目欄の□にチェックすること。 

   □ 当該料金を超えない額である 

   □ 当該料金を超える額である 

添付資料 

  ○ 「社会医療法人等が行う訪日外国人患者診療価格設定について（通知）」（令和８年

３月 31日付け医政発 0331第 19号厚生労働省医政局長通知）別添様式 

  ○ 診療報酬規程 

  ○ 訪日外国人患者診療価格が「地域における標準的な料金を超えない額」であることを

説明する書類 

 

１２ 本来業務に係る収入金額及び費用の額の明細（規則第３０条の３５の３第１項第２号

ホ） 

 （表略） 

（記載上の注意事項） 

(1) 直近に終了した会計年度の本来業務に係る収入金額及び費用の額について、病院、診療

所、介護老人保健施設及び介護医療院の別に記載すること。 

 （表略） 

 

３～９ （略） 

 

１０ 自費患者に対し請求する金額（規則第３０条の３５の３第１項第２号ハ） 

診療収入について、自費患者に請求する金額は、社会保険診療と同一の基準により計算

するか否か、いずれか該当する項目欄の□にチェックすること。 

   □ 同一の基準による 

   □ 同一の基準によらない 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１ 本来業務に係る収入金額及び費用の額の明細（規則第３０条の３５の３第１項第２号

ニ） 

 （表略） 

（記載上の注意事項） 

(1) 直近に終了した会計年度の本来業務に係る収入金額及び費用の額について、病院、診療

所、介護老人保健施設及び介護医療院の別に記載すること。 



(2) 本来業務に係る収入金額の合計㉛が、損益計算書の本来業務事業損益に係る事業収益

（※）の金額と一致すること。 

(3) 本来業務に係る費用の額の合計㉜が、損益計算書の本来業務事業損益に係る事業費用の

金額と一致すること。 

 （※） 医療法人が採用する会計基準によっては、補助金等に係る収入金額が事業外収益又は

特別収益に計上されている場合があるが、その場合は事業収益の額に補助金等に係る収

入金額のうち本来業務に係るものを加算した金額とする。 

 

(2) 本来業務に係る収入金額の合計㉛が、損益計算書の本来業務事業損益に係る事業収益の

金額と一致すること。 

(3) 本来業務に係る費用の額の合計㉜が、損益計算書の本来業務事業損益に係る事業費用の

金額と一致すること。 

 

 



 

 

別添３ 

○「特定医療法人制度の改正について」（平成 15年 10月９日医政発第 1009008号）の一部改正 

（下線の部分は改正部分） 

改   正   後 改   正   前 

 

特定医療法人制度の改正について 

 

所得税法等の一部を改正する法律（平成１５年法律第８号）、租税特別

措置法施行令の一部を改正する政令（平成１５年政令第１３９号）、租税

特別措置法施行規則の一部を改正する省令（平成１５年財務省令第３４号）

及び租税特別措置法施行令第３９条の２５第１項第１号に規定する厚生労

働大臣が財務大臣と協議して定める基準（平成１５年厚生労働省告示第１

４７号）において、租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第６７条

の２第１項の承認を受けている同項に規定する医療法人（以下「特定医療

法人」という。）に係る改正が行われ、平成１５年４月１日から施行され

ている。 

 （後略） 

 

記 

 

第１ 改正の要点等 

  １ 改正後の要件 

  （１）～（４） （略） 

（５）経理に関する基準 

租税特別措置法施行規則（昭和３２年大蔵省令第１５号）第２

 

特定医療法人制度の改正について 

 

所得税法等の一部を改正する法律（平成１５年法律第８号）、租税特別

措置法施行令の一部を改正する政令（平成１５年政令第１３９号）、租税

特別措置法施行規則の一部を改正する省令（平成１５年財務省令第３４号）

及び租税特別措置法施行令第３９条の２５第１項第１号に規定する厚生労

働大臣が財務大臣と協議して定める基準（平成１５年厚生労働省告示第１

４７号）において、租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第６７条

の２第１項に規定する特定の医療法人（以下「特定医療法人」という。）に

係る改正が行われ、平成１５年４月１日から施行されている。 

  

（後略） 

 

記 

 

第１ 改正の要点等 

  １ 改正後の要件 

  （１）～（４） （略） 

  （５）経理に関する基準 

租税特別措置法施行規則第２２条の１５第１項で定めるところ



 

 

２条の１５第１項に定めるところにより法人税法施行規則（昭和

４０年大蔵省令第１２号）第５３条から第５９条までの規定に準

じて帳簿書類を備え付けてこれにその取引を記録し、かつ、当該

帳簿書類を保存していること。また、その支出した金銭でその費

途が明らかでないものがあることその他の不適正な経理が行われ

ていないこと。 

  （６）法令違反 

         その法人につき法令に違反する事実、その帳簿書類に取引の全

部又は一部を隠蔽し、又は仮装して記録又は記載をしている事実

その他公益に反する事実がないこと。 

また、（１）の厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める基準

について、租税特別措置法施行令第３９条の２５第１項第１号に

規定する厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める基準（平成１

５年厚生労働省告示第１４７号）として、次のとおり定められ

た。 

（ⅰ）その医療法人の事業について、次のいずれにも該当すること。 

イ （略） 

※ 医療保健業務は、病院、診療所、介護老人保健施設及び介護医

療院の業務並びに法第４２条各号に掲げる業務（医業その他これ

に類する業務、介護サービスに係る業務（eの保険給付に係る業務

をいう。）及び障害福祉サービス等に係る業務（fの給付費の支給

等に係る業務をいう。）に限る。）であり、「社会医療法人、特定

医療法人及び認定医療法人の認定又は承認要件における医療保健

業務について」（令和７年３月 31日医政発 0331第 90号厚生労働

省医政局長通知）において掲げる業務であること。 

また、医療保健業務に係る収入金額は、次に掲げる事業収益の

により法人税法施行規則第５３条から第５９条までの規定に準じ

て帳簿書類を備え付けてこれにその取引を記録し、かつ、当該帳

簿書類を保存していること。また、その支出した金銭でその費途

が明らかでないものがあることその他の不適正な経理が行われて

いないこと。 

 

  （６）法令違反 

         その法人につき法令に違反する事実、その帳簿書類に取引の全

部又は一部を隠蔽し、又は仮装して記録又は記載をしている事実

その他公益に反する事実がないこと（改正前：医療に関する法令

に違反する事実その他公益に反する事実がないこと。）。 

また、（１）の厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める基準

について、租税特別措置法第３９条の２５第１項第１号に規定す

る厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める基準（平成１５年厚

生労働省告示第１４７号）として、次のとおり定められた。 

（ⅰ）その医療法人の事業について、次のいずれにも該当すること。 

イ （略） 

※ 医療保健業務は、病院、診療所、介護老人保健施設及び介護医

療院の業務並びに法第４２条各号に掲げる業務（医業その他これ

に類する業務、介護サービスに係る業務（ホの保険給付に係る業

務をいう。）及び障害福祉サービス等に係る業務（ヘの給付費の

支給等に係る業務をいう。）に限る。）であり、「社会医療法人、

特定医療法人及び認定医療法人の認定又は承認要件における医

療保健業務について」（令和７年３月 31日医政発 0331第 90号

厚生労働省医政局長通知）において掲げる業務であること。 

また、医療保健業務に係る収入金額は、次に掲げる事業収益の



 

 

合計額をいう。 

(a) 損益計算書の本来業務事業損益に係る事業収益の額 

(b) 損益計算書の附帯業務事業損益に係る事業収益の額（医療

保健業務に係るものに限る。） 

なお、医療法人が採用する会計基準によっては、gに掲げる収

入金額が事業外収益又は特別収益に計上されている場合がある。

その場合は、（a）及び（b）の事業収益の額に当該 gに掲げる収

入金額を加算した金額とする。 

ａ 社会保険診療（租税特別措置法第２６条第２項に規定する

社会保険診療をいう。以下同じ。）に係る収入金額（労働者

災害補償保険法（昭和２２年法律第５０号）に係る患者の診

療報酬（当該診療報酬が社会保険診療報酬と同一の基準によ

っている場合又は当該診療報酬が医療保健業務に係る収入金

額のおおむね１００分の１０以下の場合に限る。）を含む。） 

 

b～g （略） 

（後略）    

ロ 自費患者（社会保険診療に係る患者又は労働者災害補償保険法

に係る患者以外の患者をいう。）に対し請求する金額（特定外国

人患者請求額を除く。）が、社会保険診療報酬と同一の基準によ

り計算されること。 

ハ 特定外国人患者請求額が、社会保険診療報酬と同一の基準によ

り計算される金額から当該金額に３を乗じて得た金額までの範囲

内であって地域における標準的な料金を超えないものであるこ

と。 

  なお、「特定外国人患者請求額」は「社会医療法人等が行う訪

合計額をいう。 

(a) 損益計算書の本来業務事業損益に係る事業収益の額 

(b) 損益計算書の附帯業務事業損益に係る事業収益の額（医療

保健業務に係るものに限る。） 

 

 

 

 

ａ 社会保険診療（租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）

第２６条第２項に規定する社会保険診療をいう。以下同じ。）

に係る収入金額（労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第

５０号）に係る患者の診療報酬（当該診療報酬が社会保険診

療報酬と同一の基準によっている場合又は当該診療報酬が医

療保健業務に係る収入金額のおおむね１００分の１０以下の

場合に限る。）を含む。） 

b～g （略） 

（後略）     

ロ 自費患者（社会保険診療に係る患者又は労働者災害補償保険

法に係る患者以外の患者をいう。）に対し請求する金額が、社

会保険診療報酬と同一の基準により計算されること。 

 

（新設） 

 

 

 

 



 

 

日外国人患者診療価格設定について（通知）」（令和８年３月

31日付け医政発 0331第 19号厚生労働省医政局長通知）の定め

るところにより算定した額であることの定めがされており、か

つ、報酬の徴収が現にその定めに従ってされているものであるこ

と。   

※ 医療を目的として来日する外国人渡航者を積極的に受け入

れることにより、特定医療法人制度の趣旨（その事業が医療

の普及及び向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著し

く寄与し、かつ、公的に運営されるものであること） を妨

げないよう、注意すること。 

ニ 病院、診療所、介護老人保健施設及び介護医療院の業務に係る

収入金額（補助金等に係る収入金額のうち当該業務に係るものを

含むものとし、経常的なものに限る。）（損益計算書の本来業務事

業損益に係る事業収益の額をいう。なお、医療法人が採用する会

計基準によっては、補助金等に係る収入金額が事業外収益又は  

特別収益に計上されている場合があるが、その場合は事業収益の

額に補助金等に係る収入金額のうち当該業務に係るものを加算し

た金額とする。）が、当該業務に係る費用の額（経常的なものに

限る。）（損益計算書の本来業務事業損益に係る事業費用の額をい

う。）に１００分の１５０を乗じて得た額の範囲内であること。 

ホ （略） 

 

（ⅱ）その医療法人の医療施設が次のいずれにも該当すること。 

 イ その医療施設のうち一以上のものが、病院（医療法（昭和２３

年法律第２０５号）第１条の５第１項に規定する病院をいう。）  

を開設する医療法人にあっては、ａ又はｂに、診療所（医療法第

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハ 病院、診療所、介護老人保健施設及び介護医療院の業務に係

る収入金額（補助金等に係る収入金額のうち当該業務に係るも

のを含むものとし、経常的なものに限る。）（損益計算書の本来

業務事業損益に係る事業収益の額をいう。）が、当該業務に係る

費用の額（経常的なものに限る。）（損益計算書の本来業務事業

損益に係る事業費用の額をいう。）に１００分の１５０を乗じて

得た額の範囲内であること。 

 

 

 

ニ （略） 

 

（ⅱ）その医療法人の医療施設が次のいずれにも該当すること。 

 イ その医療施設のうち一以上のものが、病院（医療法（昭和２３

年法律第２０５号）第１条の５第１項に規定する病院をいう。）  

を開設する医療法人にあっては、ａ又はｂに、診療所（医療法第



 

 

１条の５第２項に規定する診療所をいう）のみを開設する医療法

人にあってはｃに該当すること。 

  a （略） 

  b   救急病院等を定める省令（昭和３９年厚生省令第８号）第

２条第１項の規定に基づき、救急病院である旨を告示されて

いること。 

  c （略） 

ロ 各医療施設（病院、診療所、介護老人保健施設及び介護医療

院のことをいう。）ごとに、特別の療養環境に係る病床数（介

護老人保健施設又は介護医療院にあっては、特別な療養室に係

る定員数）がその医療施設の有する病床数（介護老人保健施設

又は介護医療院にあっては、定員数）の３０％以下であるこ

と。 

   

 

２ 手続等 

（１）権限の移管等 

       特定医療法人の承認について、財務大臣から国税庁長官に移管さ

れ、特定医療法人の承認を受けようとする法人は、次の事項を記載

した申請書を納税地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出

しなければならないこととされた。（別添２参照） 

①～④ （略） 

⑤ その他参考となるべき事項 

 イ～ハ （略） 

（２）～（６） （略） 

（７）医療関係法令等違反があった場合の対応 

１条の５第２項に規定する診療所をいう）のみを開設する医療法

人にあってはｃに該当すること。 

  a （略） 

  b   救急病院等を定める省令第２条第１項の規定に基づき、救

急病院である旨を告示されていること。 

 

  c （略） 

ロ 各医療施設（病院、診療所、介護老人保健施設及び介護医療

院のことをいう。）ごとに、特別の療養環境に係る病床数（介

護老人保健施設又は介護医療院にあっては、特別な療養室に係

る定員数）がその医療施設の有する病床数（介護老人保健施設

又は介護医療院にあっては、定員数）の３０％以下（改正前：

２０％以下）であること。 

    なお、平均料金の上限（５，０００円）は廃止された。   

 

２ 手続等 

（１）権限の移管等 

       特定医療法人の承認について、財務大臣から国税庁長官に移管さ

れ、特定医療法人の承認を受けようとする法人は、次の事項を記載

した申請書を納税地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出

しなければならないこととされた。（別添２参照） 

①～④ （略） 

⑤ その他参考になるべき事項 

 イ～ハ （略） 

（２）～（６） （略） 

（７）医療関係法令等違反があった場合の対応 



 

 

特定医療法人又は特定医療法人の開設する医療機関について、次

のような医療に関する法令等について重大な違反事実があった場合

には、その事情を当職まで報告方お願いしたいこと。厚生労働省医

政局は、都道府県からの報告を国税庁に情報提供するものとする。 

    ①～④ （略） 

    ⑤ 医療法第３０条の１１第１項の規定に基づく都道府県知事の

勧告にもかかわらず病院の開設、増床又は病床種別の変更が行わ

れた場合 

（８）特定医療法人が社会医療法人の認定を受けた場合の取扱い 

特定医療法人が会計年度の中途において新たに社会医療法人の認

定を受けた場合にあっては、当該会計年度開始の日から当該認定を

受けた日の前日までの期間について租税特別措置法施行令第３９条

の２５第５項及び租税特別措置法施行規則第２２条の１５第３項の

規定に基づく特定医療法人の承認要件を満たす旨を説明する書類を

当該認定を受けた日から３月以内に、納税地の所轄税務署長を経由

して、国税庁長官に提出しなければならないこと。 

 

（後略） 

 

第２～第３ （略） 

特定医療法人又は特定医療法人の開設する医療機関について、次

のような医療に関する法令等について重大な違反事実があった場合

には、その事情を当職まで報告方お願いしたいこと。厚生労働省医

政局は、都道府県からの報告を国税庁に情報提供するものとする。 

    ①～④ （略） 

    ⑤ 医療法第３０条の１１の規定に基づく都道府県知事の勧告に

もかかわらず病院の開設、増床又は病床種別の変更が行われた場

合 

（８）特定医療法人が社会医療法人の認定を受けた場合の取扱い 

特定医療法人が会計年度の中途において新たに社会医療法人の認

定を受けた場合にあっては、当該会計年度開始の日から当該認定を

受けた日の前日までの期間について租税特別措置法施行令第３９条

の２５第５項及び租税特別措置法施行規則（昭和３２年大蔵省令第

１５号）第２２条の１５第３項の規定に基づく特定医療法人の承認

要件を満たす旨を説明する書類を当該認定を受けた日から３月以内

に、納税地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなけれ

ばならないこと。 

（後略） 

 

第２～第３ （略） 

 



別添３－２ 

○「租税特別措置法施行令第３９条の２５第１項第１号に規定する厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める基準を満たすものである旨の証明

書等の様式の制定について」（平成 15年 10月９日医政指発第 1009001号）の一部改正

（下線の部分は改正部分） 

改 正 後 改 正 前 

租税特別措置法施行令第３９条の２５第１項第１号に規定する厚生労 

働大臣が財務大臣と協議して定める基準を満たすものである旨の証明 

書等の様式の制定について 

租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第６７条の２第１項の承認

を受けている同項に規定する医療法人（以下「特定医療法人」という。）に

関する制度改正に伴う新たな取扱については、「特定医療法人制度の改正に

ついて」（平成１５年１０月９日医政発第１００９００８号厚生労働省医政

局長通知）をもって通知したところであるが、標記について、租税特別措

置法施行令（昭和３２年政令第４３号）第３９条の２５第１項第１号に規

定する厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める基準（以下「告示基準」

という。別添１参照）を満たすものである旨の厚生労働大臣の証明書（以

下「厚生労働大臣の証明書」という。）を別添２として、告示基準のうち第

２号イに該当している旨の証明書を別添３として定めたので、御了知の上、

適切な対処及び御協力方お願いするとともに、貴管下関係機関等への周知

方よろしくお願いする。 

なお、「租税特別措置法第６７条の２の規定に基づく大蔵大臣の承認基準

に該当することの証明等の取扱いについて」（昭和６３年２月２日指第７

号）は廃止する。 

租税特別措置法施行令第３９条の２５第１項第１号に規定する厚生労 

働大臣が財務大臣と協議して定める基準を満たすものである旨の証明 

書等の様式の制定について 

租税特別措置法（昭和３９年法律第２４号）第６７条の２第１項に規定

する特定の医療法人（以下「特定医療法人」という。）に関する制度改正に

伴う新たな取扱については、「特定医療法人制度の改正について」（平成１

５年１０月９日医政発第１００９００８号厚生労働省医政局長通知）をも

って通知したところであるが、標記について、租税特別措置法施行令（昭

和３２年政令第４３号）第３９条の２５第１項第１号に規定する厚生労働

大臣が財務大臣と協議して定める基準（以下「告示基準」という。別添１

参照）を満たすものである旨の厚生労働大臣の証明書（以下「厚生労働大

臣の証明書」という。）を別添２として、告示基準のうち第２号イに該当し

ている旨の証明書を別添３として定めたので、御了知の上、適切な対処及

び御協力方お願いするとともに、貴管下関係機関等への周知方よろしくお

願いする。 

なお、「租税特別措置法第６７条の２の規定に基づく大蔵大臣の承認基準

に該当することの証明等の取扱いについて」（昭和６３年２月２日指第７

号）は廃止する。 



「租税特別措置法施行令第３９条の２５第１項第１号に規定する厚生労働

大臣が財務大臣と協議して定める基準を満たすものである旨の証明願」の

申請要領等 

 

第１ 申請書類 

証明を受けようとする法人は、一枚目を「申請書類一覧」とし、証明願

のほか、以下の１から５の基準ごとに必要な書類を提出してください。 

 

 

１ 証明願記１（社会保険診療の割合に関する基準）、証明願記２（自費

患者に対し請求する金額に関する基準）及び証明願記３（特定外国人患

者請求額に関する基準） 

・ 付表１（証明願記１、２及び３に係る添付書類） 

・ 前事業年度に係る法人事業税の確定申告書（所得金額に関する計算書

及び医療法人等に係る所得金額の計算書又は法人税の明細書別表十（八）

が添付されているものに限る。） 

・ 診療報酬規程 

・ 「社会医療法人等が行う訪日外国人患者診療価格設定について（通知）」

（令和８年３月 31日付け医政発 0331第 19号厚生労働省医政局長通知）

別添様式 

・ 訪日外国人患者診療価格が「地域における標準的な料金を超えない額」

であることを説明する書類 

 

「租税特別措置法施行令第３９条の２５第１項第１号に規定する厚生労働

大臣が財務大臣と協議して定める基準を満たすものである旨の証明願」の

申請要領等 

 

第１ 申請書類 

証明を受けようとする法人は、一枚目を「申請書類一覧」とし、証明願

のほか、以下の証明願記１から５の基準ごとに必要な書類を提出してくだ

さい。 

 

１ 証明願記１（社会保険診療の割合に関する基準）及び証明願記２（自

費患者に対し請求する金額に関する基準） 

 

・ 付表１（証明願記１及び２に係る添付書類） 

・ 前事業年度に係る法人事業税の確定申告書（所得金額に関する計算書

及び医療法人等に係る所得金額の計算書又は法人税の明細書別表十（六）

が添付されているものに限る。） 

・ 診療報酬規程 

（新設） 

 

 

（新設） 

 

 



２ 証明願記４（医療診療により収入する金額に関する基準） 

・ 付表２（証明願記４に係る添付書類） 

・ 前事業年度の決算書類（財産目録、収支（損益）計算書、貸借対照表、

剰余金処分計算書） 

・ 就業規則、給与（退職給与を含む。）規則（給与の額が定められてい

るものに限る。）、定款又は寄附行為の写し 

 

３ 証明願記５（年間の給与総額に関する基準） 

・ 付表３（証明願記５に係る添付書類） 

※ 必要に応じ、前事業年度（新たに承認を受けようとする法人にあっては、

法人税率の軽減を受けようとする事業年度を含む。）に係る各役職員の給与

簿の提出を求める場合があります。 

 

４ 証明願記６（医療施設に関する基準） 

・ 該当する項目に関する、都道府県知事又は指定都市の市長の証明書 

※ 別添３「租税特別措置法施行令第３９条の２５第１項第１号に規定する厚

生労働大臣が財務大臣と協議して定める基準のうち第２号イに該当してい

る旨の証明願」により、該当する項目に関し、証明の対象となる医療施設を

所管する都道府県知事又は指定都市の市長の証明を受けてください。 

 

 

５ 証明願記７（差額ベッドの割合に関する基準） 

・ 付表４（証明願記７に係る添付書類） 

２ 証明願記３（医療診療により収入する金額に関する基準） 

・ 付表２（証明願記３に係る添付書類） 

・ 前事業年度の決算書類（財産目録、収支（損益）計算書、貸借対照表、

剰余金処分計算書） 

・ 就業規則、給与（退職給与を含む。）規則（給与の額が定められてい

るものに限る。）、定款又は寄附行為の写し 

 

３ 証明願記４（年間の給与総額に関する基準） 

・ 付表３（証明願記４に係る添付書類） 

※ 必要に応じ、前事業年度（新たに承認を受けようとする法人にあっては、

法人税率の軽減を受けようとする事業年度を含む。）に係る各役職員の給与

簿の提出を求める場合があります。 

 

４ 証明願記５（医療施設に関する基準） 

・ 該当する項目に関する、都道府県知事又は指定都市の市長の証明書 

※ 別添３「租税特別措置法施行令第３９条の２５第１項第１号の規定に基づ

く厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める基準のうち医療施設等に関する

基準に該当することの証明願」により、該当する項目に関し、証明の対象と

なる医療施設を所管する都道府県知事又は指定都市の市長の証明を受けてく

ださい。 

 

５ 証明願記６（差額ベッドの割合に関する基準） 

・ 付表４（証明願記６に係る添付書類） 



・ 前事業年度に係る厚生労働省が実施する施設基準の届出状況等の報告

における特別の療養環境の提供（入院医療に係るもの）に係る届出状況

報告書（別紙様式４-１）の写し 

 

第２・第３ （略） 

 

別添１ 

租税特別措置法施行令第３９条の２５第１項第１号に規定する厚生労働大

臣が財務大臣と協議して定める基準 

（平成１５年厚生労働省告示第１４７号） 

 

第一条 租税特別措置法施行令第３９条の２５第１項第１号に規定する厚

生労働大臣が財務大臣と協議して定める基準は、次の各号のいずれにも

該当することとする。 

一 その医療法人の事業について、次のいずれにも該当すること。 

イ （略） 

ロ 自費患者（社会保険診療に係る患者又は労働者災害補償保険法

に係る患者以外の患者をいう。）に対し請求する金額（医療法施

行規則（昭和２３年厚生省令第５０号）第３０条の３５の３第１

項第２号ニに規定する特定外国人患者請求額（ハにおいて「特定

外国人患者請求額」という。）を除く。）が、社会保険診療報酬と

同一の基準により計算されること。 

ハ 特定外国人患者請求額が、社会保険診療報酬と同一の基準によ

り計算される金額から当該金額に３を乗じて得た金額までの範

囲内であって地域における標準的な料金を超えないものである

こと。 

・ 前事業年度に係る厚生労働省が実施する施設基準の届出状況等の報告

における特別の療養環境の提供（入院医療に係るもの）に係る届出状況

報告書（別紙様式４-１）の写し 

 

第２・第３ （略） 

 

別添１ 

租税特別措置法施行令第３９条の２５第１項第１号に規定する厚生労働大

臣が財務大臣と協議して定める基準 

（平成１５年厚生労働省告示第１４７号） 

 

第一条 租税特別措置法施行令第３９条の２５第１項第１号に規定する厚

生労働大臣が財務大臣と協議して定める基準は、次の各号のいずれにも

該当することとする。 

一 その医療法人の事業について、次のいずれにも該当すること。 

イ （略） 

ロ 自費患者（社会保険診療に係る患者又は労働者災害補償保険法

に係る患者以外の患者をいう。）に対し請求する金額が、社会保険

診療報酬と同一の基準により計算されること。 

 

 

 

（新設） 

 

 

 



ニ・ホ （略） 

 二 （略） 

 

第二条 （略） 

 

別添２ 

租税特別措置法施行令第３９条の２５第１項第１号に規定する厚生労働大

臣が財務大臣と協議して定める基準を満たすものである旨の証明願 

令和   年   月  日 

厚 生 労 働 大 臣 殿 

 

申請者名                   

住 所                   

 

租税特別措置法施行令第３９条の２５第１項第１号に規定する厚生労働大

臣が財務大臣と協議して定める下記の基準を満たすものであることについ

て証明願います。 

 

記 

１ （略） 

２ 自費患者（社会保険診療に係る患者又は労働者災害補償保険法に係る

患者以外の患者をいう。）に対し請求する金額（特定外国人患者請求額を

除く。）が、社会保険診療報酬と同一の基準により計算されること。 

３ 特定外国人患者請求額が、社会保険診療報酬と同一の基準により計算

される金額から当該金額に３を乗じて得た金額までの範囲内であって地

域における標準的な料金を超えないものであること。 

ハ・ニ （略） 

 二 （略） 

 

第二条 （略） 

 

別添２ 

租税特別措置法施行令第３９条の２５第１項第１号に規定する厚生労働大

臣が財務大臣と協議して定める基準を満たすものである旨の証明願 

令和   年   月  日 

厚 生 労 働 大 臣 殿 

 

申請者名                   

住 所                   

 

租税特別措置法施行令第３９条の２５第１項第１号に規定する厚生労働大

臣が財務大臣と協議して定める下記の基準を満たすものであることについ

て証明願います。 

 

記 

１ （略） 

２ 自費患者（社会保険診療に係る患者又は労働者災害補償保険法に係る

患者以外の患者をいう。）に対し請求する金額が、社会保険診療報酬と同

一の基準により計算されること。 

（新設） 

 

 



４～７ （略） 

 

申請者は、上記の基準を満たすものであることを証明する。 

令和  年  月  日 

                厚 生 労 働 大 臣 印 

３～６ （略） 

 

申請者は、上記の基準を満たすものであることを証明する。 

令和  年  月  日 

                厚 生 労 働 大 臣 印 

 



別添３－３

○「租税特別措置法施行令第３９条の２５第１項第１号に規定する厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める基準を満たすものである旨の証明書等の様式の制定について」（平成15年10月９日医政指
発第1009001号）の一部改正

（下線の部分は改正部分）

申請者名 申請者名

住　 　所 住　　　所

１　医療保健業務による収入金額の明細　 １　医療保健業務による収入金額の明細　

（表略） （表略）

 （記載上の注意事項）  （記載上の注意事項）

（1） 前事業年度（新設法人の第１回事業年度にあっては、事業年度開始の日から申請のときまでの期間）の医療 （1） 前事業年度（新設法人の第１回事業年度にあっては、事業年度開始の日から申請のときまでの期間）の医療

保健業務による収入金額について本来業務と附帯業務を区別したうえで、病院、診療所、介護老人保健施設 保健業務による収入金額について本来業務と附帯業務を区別したうえで、病院、診療所、介護老人保健施設

及び介護医療院名の別に記載すること。その際、①が損益計算書の本来業務事業損益に係る事業収益の金 及び介護医療院名の別に記載すること。その際、①が損益計算書の本来業務事業損益に係る事業収益の金

額（※）と一致すること。 額と一致すること。

（2） 直近に終了した会計年度の附帯業務のうち、医療保健業務以外の業務に係る収入金額について、次の表に （2） 直近に終了した会計年度の附帯業務のうち、医療保健業務以外の業務に係る収入金額について、次の表に

一致すること。 すること。

（※）　医療法人が採用する会計基準によっては、補助金等に係る収入金額が事業外収益又は特別収益に計上

　されている場合があるが、その場合は事業収益の額に補助金等に係る収入金額のうち、(1)は本来業務、(2)は

　附帯業務に係るものを加算した金額とする。

２　自費患者に対し請求する金額 ２　自費患者に対し請求する金額
　  診療収入について、自費患者に請求する金額（特定外国人患者請求額を除く。）は、社会保険 　  診療収入について、自費患者に請求する金額は、社会保険診療報酬 と同一の基準により計算

・ 同一基準による。 ・ 同一基準による。
・ 同一基準によらない。 ・ 同一基準によらない。

３　（略） ３　（略）

４　特定外国人患者請求額 （新設）
　 診療収入について、特定外国人患者請求額は、社会保険診療報酬と同一の基準により

 標準的な料金を超えないものか否か、いずれか該当するものを○で囲むこと。

・当該料金を超えない額である。
・当該料金を超える額である。

○ 「社会医療法人等が行う訪日外国人患者診療価格設定について（通知）」（令和８年３月31日

　　以下のとおり相違ありません。

改　 　正　 　後 改　 　正　 　前

付表１

証 明 願 記 １ 及 び ２ に 係 る 添 付 書 類

付表１

証 明 願 記 １ 、 ２ 及 び ３ に 係 る 添 付 書 類

 診療報酬と同一の基準により計算するか否か、いずれか該当するものを○で囲むこと。

 計算される金額から当該金額に３を乗じて得た金額までの範囲内であって地域における

 するか否か、いずれか該当するものを○で囲むこと。

添付書類

　　以下のとおり相違ありません。

記載すること。その際、②及び⑫の合計額が、損益計算書の附帯業務事業損益に係る事業収益の金額と一致記載すること。その際、②及び⑫の合計額が、損益計算書の附帯業務事業損益に係る事業収益の金額（※）と



     付け医政発0331第19号厚生労働省医政局長通知）別添様式
  ○　診療報酬規程

　○　訪日外国人患者診療価格が「地域における標準的な料金を超えない額」であることを説明

 　　する書類

５～９　（略） ４～８　（略）

10　補助金等に係る収入の明細 ９　補助金等に係る収入の明細

（表略） （表略）

　○　上記「１　医療保健業務による収入金額の明細」の事業年度に係る法人事業税の確定申告書（所得 　○　上記「１診療収入の明細」の事業年度に係る法人事業税の確定申告書（所得金額に関す
　　　金額に関する計算書及び医療法人等に係る所得金額の計算書又は法人税の明細書別表十（六）が添 　　　る計算書及び医療法人等に係る所得金額の計算書又は法人税の明細書別表十（六）が添
　　　付されているものに限る｡） 　　　付されているものに限る｡）
　○　診療報酬規程 　○　診療報酬規程

添付書類 添付書類



申請者名 申請者名

住　　　所 住　　　所

　以下のとおり相違ありません。 　以下のとおり相違ありません。
　　（略） 　　（略）

　（略） 　（略）

改　　　正　　　後 改　　　正　　　前

付表２ 付表２

証 明 願 記 ４ に 係 る 添 付 書 類 証 明 願 記 ３ に 係 る 添 付 書 類

添付書類 添付書類



申請者名 申請者名

住　　　所 住　　　所

　以下のとおり相違ありません。 　以下のとおり相違ありません。
　　（略） 　　（略）

改　　　正　　　後 改　　　正　　　前

付表３ 付表３

証 明 願 記 ５ に 係 る 添 付 書 類 証 明 願 記 ４ に 係 る 添 付 書 類



付表４ 付表４

申請者名 申請者名

住　　　所 住　　　所

　以下のとおり相違ありません。 　以下のとおり相違ありません。
　　（略） 　　（略）

添付書類 添付書類

　　（略） 　　（略）

改　　　正　　　後 改　　　正　　　前

       証 明 願 記 ７ に 係 る 添 付 書 類        証 明 願 記 ６ に 係 る 添 付 書 類



◎該当する書類にチェックをしてください。 ◎該当する書類にチェックをしてください。

申請書類 備考 申請書類 備考

□ 証明願 □ 証明願

□ 付表１(証明願記１、２及び３に係る添付書類） □ 付表１(証明願記１及び２に係る添付書類）

□ 付表２(証明願記４に係る添付書類) □ 付表２(証明願記３に係る添付書類)

□ 付表３(証明願記５に係る添付書類) □ 付表３(証明願記４に係る添付書類)

□ 付表４(証明願記７に係る添付書類) □ 付表４(証明願記６に係る添付書類)

□
前事業年度に係る法人事業税の確定申告書(所得金額に関す
る計算書及び医療法人等に係る所得金額の計算書又は法人税
の明細書別表十(八)が添付されているものに限る。)

□
前事業年度に係る法人事業税の確定申告書(所得金額に関す
る計算書及び医療法人等に係る所得金額の計算書又は法人税
の明細書別表十(六)が添付されているものに限る。)

□ 診療報酬規程 □ 診療報酬規程

□
「社会医療法人等が行う訪日外国人患者診療価格設定につい
て（通知）」（令和８年３月31日付け医政発0331第19号厚生
労働省医政局長通知）別添様式

（新設）

□
訪日外国人患者診療価格が「地域における標準的な料金を超
えない額」であることを説明する書類

（新設）

□
前事業年度の決算書類(財産目録、収支(損益)計算書、貸借
対照表、剰余金処分計算書)

□
前事業年度の決算書類(財産目録、収支(損益)計算書、貸借
対照表、剰余金処分計算書)

□
就業規則、給与(退職給与を含む。)規則(給与の額が定めら
れいるものに限る。)、定款又は寄附行為の写し

□
就業規則、給与(退職給与を含む。)規則(給与の額が定めら
れいるものに限る。)、定款又は寄附行為の写し

□
証明願記６中該当する項目に関する、都道府県知事又は指定
都市の市長の証明

□
証明願記５中該当する項目に関する、都道府県知事又は指定
都市の市長の証明

□

前事業年度(新規申請法人にあっては当該年度)に係る厚生労
働省が実施する施設基準の届出状況等の報告における特別の
療養環境の提供(入院医療に係るもの）に係る届出状況報告
書(別紙様式４－１)の写し

□

前事業年度(新規申請法人にあっては当該年度)に係る厚生労
働省が実施する施設基準の届出状況等の報告における特別の
療養環境の提供(入院医療に係るもの）に係る届出状況報告
書(別紙様式４－１)の写し

※ ※

申請書類一覧

　当該証明願及び添付書類は、正本及び副本各１通を法人を所轄する地方厚生局に提出し
てください。

申請書類一覧

　当該証明願及び添付書類は、正本及び副本各１通を法人を所轄する地方厚生局に提出し
てください。

改　　　正　　　後 改　　　正　　　前



別添３ 別添３

申請者名 申請者名

住　　　所 住　　　所

　　（略） 　　（略）

改　　　正　　　後 改　　　正　　　前

租税特別措置法施行令第３９条の２５第１項第１号に規定する厚生労働大臣 租税特別措置法施行令第３９条の２５第１項第１号に規定する厚生労働大臣
が財務大臣と協議して定める基準のうち第２号イに該当している旨の証明願が財務大臣と協議して定める基準のうち第１条第２号イに該当している旨の証明願



 

別添４ 
「法人税法施行規則第５条第５号ロ及び第６号並びに同規則第６条第３号ロ並びに第４号及び同条第７号の厚生労働大臣の証明について」 

（平成 20 年 10月 10日付医政発第１０１０００５号厚生労働省医政局長通知）新旧対照表 
（傍線部分は改正部分） 

改正後（新） 改正前（旧） 
医政発第１０１０００５号 
平成２０年１０月１０日 
医政発１２２５第１７号 
令和２年１２月２５日  
医 政 発 0331 第 101 号 
令 和 ７ 年 ３ 月 3 1 日  

最終改正 医 政 発 0 3 3 1 第 4 1 号 
令 和 ８ 年 ３ 月 3 1 日 

 
 
各地方厚生局長 殿 

 
 

厚生労働省医政局長 
 
 

法人税法施行規則第５条第５号ロ及び第６号並びに同規則第６条第３号ロ,第４号  

及び第７号の厚生労働大臣の証明について 

 

法人税法施行規則（昭和４０年大蔵省令第１２号）第５条第５号ロ及び第

６号並びに同規則第６条第３号ロ、第４号及び第７号における厚生労働大臣

の証明に係る事務について、貴職におかれては別添資料を踏まえた適切な事

務の執行をお願いしたい。 

【本件担当】 

厚生労働省医政局総務課 

 

医政発第１０１０００５号 
平成２０年１０月１０日 
医政発１２２５第１７号 
令和２年１２月２５日  

最終改正 医 政 発 0331 第 101 号 
令 和 ７ 年 ３ 月 3 1 日  

 
 
 
 
各地方厚生局長 殿 

 
 

厚生労働省医政局長 
 
 

法人税法施行規則第５条第６号並びに同規則第６条第４号 

及び同条第７号の厚生労働大臣の証明について 

 

法人税法施行規則（昭和４０年大蔵省令第１２号）第５条（新設）第６号

並びに同規則第６条（新設）第４号及び同条第７号における厚生労働大臣の

証明に係る事務について、貴職におかれては別添資料を踏まえた適切な事務

の執行をお願いしたい。 

【本件担当】 

厚生労働省医政局総務課 
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法人税法施行令（昭和４０年政令第９７号。以下「令」という。）第５

条第１項第２９号ヲにおいて、一般社団法人のうち、いわゆるオープン病

院事業を行う医師会や歯科医師会（以下「オープン病院事業法人」とい

う。）で、一定の基準を満たしたものについて、また、同号ヨにおいて、

一般社団法人及び一般財団法人のうち、無料低額な診療を行う病院事業を

行う法人（以下「福祉病院事業法人」という。）で、一定の基準を満たし

たものについて、その法人が行う医療保健業は収益事業の範囲から除外さ

れることとされている（参考法令①、注１）。 

これらの除外措置の適用に際しては、法人税法施行規則（以下「規則」

という。）第５条第６号、第６条第４号及び第７号において、基準を満た

していることについて、厚生労働大臣の証明が必要とされており（参考法

令②、注２）、その具体的内容を示す厚生労働省告示（「法人税法施行規則

第５条第６号に規定する厚生労働大臣の定める基準（平成２０年厚生労働

省告示第２９７号）」「法人税法施行規則第６条第７号に規定する厚生労働

大臣の定める基準（平成２０年厚生労働省告示第２９８号）」）が告示され

ている（参考法令④）。また、訪日外国人患者（医療法施行規則（昭和 23

年厚生省令第 50 号）第 30 条の 35 の３第１項第２号ニ（社会医療法人の

認定要件）に規定する特定外国人患者をいう。（参考法令③）以下同じ。）

に対して請求できる診療費は、規則第５条第５号ロ及び第６条第３号ロに

おいて、基準を満たしていることについて、厚生労働大臣の証明が必要と

されている。（注３） 

本通知は、これらについての様式、法令に記載されている事柄以外の注

Ⅰ．概要 

 

 

 

法人税法施行令（昭和４０年政令第９７号。以下「令」という。）第５

条第１項第２９号ヲにおいて、一般社団法人のうち、いわゆるオープン病

院事業を行う医師会や歯科医師会（以下「オープン病院事業法人」とい

う。）で、一定の基準を満たしたものについて、また、同号ヨにおいて、

一般社団法人及び一般財団法人のうち、無料低額な診療を行う病院事業を

行う法人（以下「福祉病院事業法人」という。）で、一定の基準を満たし

たものについて、その法人が行う医療保健業は収益事業の範囲から除外さ

れることとされている（参考法令①、注１）。 

これらの除外措置の適用に際しては、法人税法施行規則（以下「規則」

という。）第５条第６号、第６条第４号及び第７号において、基準を満た

していることについて、厚生労働大臣の証明が必要とされており（参考法

令②、注２）、その具体的内容を示す厚生労働省告示（「法人税法施行規則

第５条第６号に規定する厚生労働大臣の定める基準（平成２０年厚生労働

省告示第２９７号）」「法人税法施行規則第６条第７号に規定する厚生労働

大臣の定める基準（平成２０年厚生労働省告示第２９８号）」）が告示され

ている（参考法令③）。（新設） 

 

 

 

 

 

本通知は、これらについての様式、法令に記載されている事柄以外の注

Ⅰ．概要 

（別添） （別添） 
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意点等を示すものである。 

なお、上記のとおり訪日外国人患者に対して請求できる診療費の上限が

一部緩和された一方で、医療を目的として来日する外国人渡航者を積極的

に受け入れることにより、オープン病院事業法人及び福祉病院事業法人制

度の主旨を妨げ、地域で必要な医療の提供に支障を来さないよう、注意す

ること。 

 

（注１）・（注２）（略） 

（注３）訪日外国人患者診療価格を別に設定する場合、公益社団法人にお

いても各地方厚生（支）局による証明が必要である点に留意するこ

と。 

 

Ⅱ．証明書発行に関する手続きの流れ 

（略） 

Ⅲ．オープン病院事業法人 

 
・税制措置を受けようとする年度の書類を法人から各地方厚生局長宛に提
出を受け、基準を満たすものと判断した場合、証明書を発行する。 

・書類等は、特に記載が無ければ写しで可とする。 

 

１. 訪日外国人患者診療価格（規則第５条第５号ロ） 

訪日外国人患者から受ける診療報酬の額（健康保険法基準額（健康保険法

第 76 条第２項（療養の給付に関する費用）の規定により算定される額、

同法第 85 条第２項（入院時食事療養費）に規定する基準により算定され

た同項の費用の額及び同法第 85 条の２第２項（入院時生活療養費）に規

定する基準により算定された同項の費用の額をいう。以下同じ。）の算定

の対象となる給付に係るものに限る。）が、健康保険法基準額に３を乗じ

て得た額以下の額であって地域における標準的な料金を超えないもの。 

なお、この要件の詳細及び手続に関する事務については「社会医療法人等

意点等を示すものである。 

（新設） 

 

 

 

 

 

（注１）・（注２）（略） 

（新設） 

 

 

 

Ⅱ．証明書発行に関する手続きの流れ 

（略） 

Ⅲ．オープン病院事業法人 

 
・税制措置を受けようとする年度の書類を法人から各地方厚生局長宛に提
出を受け、基準を満たすものと判断した場合、証明書を発行する。 

・書類等は、特に記載が無ければ写しで可とする。 

 

（新設） 
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が行う訪日外国人患者診療価格設定について（通知）」（令和８年３月 31

日付け医政発 0331 第 19 号厚生労働省医政局長通知）に基づき対応するこ

と。 

 

２．（略） 

 

３．（略） 
 
 
 
 
 

様式１―１ 
令和 年 月 日   

 
厚生労働大臣 殿 
  
 

（法人の主たる事務所の所在地） 
（法人名） 
（法人の長）        

 
 

証明申請書 
 
 
法人税法施行規則第５条第５条第５号ロ及び第６号の基準に該当すること

につき貴殿の証明を求めます。 
 
 
 
 

（別紙） 
 

１．訪日外国人患者診療価格 
健康保険法基準額（健康保険法第 76 条第２項（療養の給付に関する費

用）の規定により算定される額、同法第 85 条第２項（入院時食事療養費）

 
 
 
 

１．（略） 

 

２．（略） 
 

 
 
 
 

様式１―１ 
令和 年 月 日   

 
厚生労働大臣 殿 
  
 

（法人の主たる事務所の所在地） 
（法人名） 
（法人の長）        

 
 

証明申請書 
 
 
法人税法施行規則第５条第６号の基準に該当することにつき貴殿の証明を

求めます。 

 

 

 

（別紙） 
（新設） 
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に規定する基準により算定された同項の費用の額及び同法第 85 条の２第２
項（入院時生活療養費）に規定する基準により算定された同項の費用の額
をいう。）に３を乗じて得た額以下の額であって地域における標準的な料金
を超えないものであるか否か、いずれか該当する項目欄の□にチェックす
ること。 
※ 訪日外国人患者診療価格を設定する場合に該当する項目欄の□にチェッ
クすること。 
□ 超えない額である 
□ 超えない額でない 
 
添付資料 
 「社会医療法人等が行う訪日外国人患者診療価格設定について（通
知）」を参照すること。 
 

２．収入要件・事業等要件一覧表 
 

３．～１１． （略） 
 
 

 
様式１－２ 

令和 年 月 日 
（法人の長） 殿 

 
厚生労働大臣 印 

 
 

法人税法施行規則第５条第５号ロ及び第６号の証明 
 

貴法人が、法人税法施行規則（昭和４０年大蔵省令第１２号）第５条第５
号ロ及び第６号に規定する基準に該当することを証明します。 

 
 

Ⅳ．福祉病院事業法人 

・税制措置を受けようとする年度の書類を法人から各地方厚生局長宛に提
出を受け、基準を満たすものと判断した場合、証明書を発行する。 

・書類等は、特に記載が無ければ写しで可とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１. 要件一覧表 

 

２．～１０． （略） 

 

 

様式１－２ 
令和 年 月 日 

（法人の長） 殿 
 

厚生労働大臣 印 
 

 
法人税法施行規則第５条第６号の証明 

 
貴法人が、法人税法施行規則（昭和４０年大蔵省令第１２号）第５条第６

号に規定する基準に該当することを証明します。 
 

Ⅳ．福祉病院事業法人 

・税制措置を受けようとする年度の書類を法人から各地方厚生局長宛に提
出を受け、基準を満たすものと判断した場合、証明書を発行する。 

・書類等は、特に記載が無ければ写しで可とする。 
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１. 訪日外国人患者診療価格（規則第６条第３号ロ） 

訪日外国人患者から受ける診療報酬の額（健康保険法基準額の算定の対象

となる給付に係るものに限る。）が、健康保険法基準額に３を乗じて得た

額以下の額であって地域における標準的な料金を超えないもの。 

なお、この要件の詳細及び手続に関する事務については「社会医療法人等

が行う訪日外国人患者診療価格設定について（通知）」に基づき対応する

こと。 

 
２．事業等要件（規則第６条第４号） 
・次のいずれかに該当すること。 
（イからハのいずれかに該当）かつ（ニに該当） 
（ホに該当） 
（略） 

 
 

３．（略） 
 

 
 

様式２―１ 
令和 年 月  日 

 
厚生労働大臣 殿 
  
 

（法人の主たる事務所の所在地） 
（法人名） 
（法人の長）        

 
 

証明申請書 
 
 
法人税法施行規則第６条第３号ロ及び第４号並びに第７号の基準に該当す

次のいずれかに該当すること。 
（イ又はロ又はハに該当）かつ（ニに該当） 
（ホに該当） 

 

 

 
 
 
 

１．事業等要件（規則第６条第４号） 
（略） 
 
 
 
２．（略） 

 
 
 
 
 

 
様式２―１ 

令和 年 月  日 
 
厚生労働大臣 殿 
  
 

（法人の主たる事務所の所在地） 
（法人名） 
（法人の長）        

 
 

証明申請書 
 
 
法人税法施行規則第６条第４号及び第７号の基準に該当することにつき貴

殿の証明を求めます。 
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ることにつき貴殿の証明を求めます。 
 
 

（別紙） 
 
 

１．訪日外国人患者診療価格 
健康保険法基準額（健康保険法第 76 条第２項（療養の給付に関する費

用）の規定により算定される額、同法第 85 条第２項（入院時食事療養費）
に規定する基準により算定された同項の費用の額及び同法第 85 条の２第２
項（入院時生活療養費）に規定する基準により算定された同項の費用の額
をいう。）に３を乗じて得た額以下の額であって地域における標準的な料金
を超えないものであるか否か、いずれか該当する項目欄の□にチェックす
ること。 
※ 訪日外国人患者診療価格を設定する場合に該当する項目欄の□にチェッ
クすること。 
□ 超えない額である 
□ 超えない額でない   
 
添付資料 
 「社会医療法人等が行う訪日外国人患者診療価格設定について（通
知）」を参照すること。 

 
２. 事業等要件一覧表 
３.～８. （略） 
 

様式２－２ 
令和 年 月 日 

（法人の長） 殿 
 

厚生労働大臣 印 
 

 
法人税法施行規則第６条第３号ロ及び第６条第４号並びに第７号の証明 

 
貴法人が、法人税法施行規則（昭和４０年大蔵省令第１２号）第６条第３

号ロ及び第４号並びに第７号に規定する基準に該当することを証明します。 
 

 
 

（別紙） 
 
（新設） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１. 要件一覧表 
２.～７.（略） 

 
様式２－２ 

令和 年 月 日 
（法人の長） 殿 

 
厚生労働大臣 印 

 
 

法人税法施行規則第６条第４号及び第７号の証明 
 

貴法人が、法人税法施行規則（昭和４０年大蔵省令第１２号）第６条第４
号及び第７号に規定する基準に該当することを証明します。 
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医政発第１０１０００５号 

平成２０年１０月１０日 

医政発１２２５第１７号 

令和２年１２月２５日 

医 政 発 0331 第 101 号 

令 和 ７ 年 ３ 月 3 1 日 

最終改正 医 政 発 0 3 3 1 第 4 1 号 

令 和 ８ 年 ３ 月 3 1 日 

各地方厚生局長 殿 

厚生労働省医政局長 

法人税法施行規則第５条第５号ロ及び第６号並びに同規則第６条第３号ロ、第４号 

及び第７号の厚生労働大臣の証明について 

法人税法施行規則（昭和４０年大蔵省令第１２号）第５条第５号ロ及び第６号並びに同

規則第６条第３号ロ、第４号及び第７号における厚生労働大臣の証明に係る事務につい

て、貴職におかれては別添資料を踏まえた適切な事務の執行をお願いしたい。 

【本件担当】 

厚生労働省医政局総務課 

別添４-２



１ 

 

法人税法施行令（昭和４０年政令第９７号。以下「令」という。）第５条第１項第２９号ヲにお

いて、一般社団法人のうち、いわゆるオープン病院事業を行う医師会や歯科医師会（以下、「オー

プン病院事業法人」という。）で、一定の基準を満たしたものについて、また、同号ヨおいて、一

般社団法人及び一般財団法人のうち、無料低額な診療を行う病院事業を行う法人（以下、「福祉病

院事業法人」という。）で、一定の基準を満たしたものについて、その法人が行う医療保健業は収

益事業の範囲から除外されることとされている（参考法令①、注１）。 

これらの除外措置の適用に際しては、法人税法施行規則（以下「規則」という。）第５条第６号並

びに第６条第４号及び第７号において、基準を満たしていることについて、厚生労働大臣の証明が

必要とされており（参考法令②、注２）、その具体的内容を示す厚生労働省告示（「法人税法施行規

則第５条第６号に規定する厚生労働大臣の定める基準（平成２０年厚生労働省告示第２９７号）」

「法人税法施行規則第６条第７号に規定する厚生労働大臣の定める基準（平成２０年厚生労働省告

示第２９８号）」）が告示されている（参考法令④）。また、訪日外国人患者（医療法施行規則（昭和

23 年厚生省令第 50 号）第 30 条の 35 の３第１項第２号ニ（社会医療法人の認定要件）に規定する

特定外国人患者をいう。（参考法令③）以下同じ。）に対して請求できる診療費は、規則第５条第５

号ロ及び第６条第３号ロにおいて、基準を満たしていることについて、厚生労働大臣の証明が必要

とされている。（注３） 

本通知は、これらについての様式、法令に記載されている事柄以外の注意点等を示すものである。

なお、上記のとおり訪日外国人患者に対して請求できる診療費の上限が一部緩和された一方で、医

療を目的として来日する外国人渡航者を積極的に受け入れることにより、オープン病院事業法人及

び福祉病院事業法人制度の趣旨を妨げ、地域で必要な医療の提供に支障を来さないよう、注意する

こと。 

 

 

（注１）本除外措置の適用は、収益事業課税が適用される法人税法（昭和４０年法律第３４号。以

下「法」という。）第２条第６号に規定する公益法人等（非営利型の一般社団・財団法人等）

に限られるため、同条第９号に規定する普通法人に該当するものについてその適用はないこ

とに留意すること。 

（注２）規則第５条第６号及び第６条第７号の証明の対象は、法第２条第９号の２に規定する非営

利型法人に限ることに留意すること。 

（注３）訪日外国人患者診療価格を別に設定する場合、公益社団法人立においても各地方厚生（支）

局による証明が必要である点に留意すること。 
 
 
 
 

  

Ⅰ．概要 

（別添） 



２ 

 

Ⅱ．証明書発行に関する手続きの流れ 

オープン病院事業法人、福祉病院事業法人のどちらも手続きの流れは下図のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ．オープン病院事業法人 
 

・税制措置を受けようとする年度の書類を法人から各地方厚生局長宛に提出を受け、基準を満たすも

のと判断した場合、証明書を発行する。 

・書類等は、特に記載が無ければ写しで可とする。 

 

１. 訪日外国人患者診療価格（規則第５条第５号ロ） 

訪日外国人患者から受ける診療報酬の額（健康保険法基準額（健康保険法第 76条第２項（療養の給

付に関する費用）の規定により算定される額、同法第 85条第２項（入院時食事療養費）に規定する

基準により算定された同項の費用の額及び同法第 85条の２第２項（入院時生活療養費）に規定する

基準により算定された同項の費用の額をいう。以下同じ。）の算定の対象となる給付に係るものに限

る。）が、健康保険法基準額に３を乗じて得た額以下の額であって地域における標準的な料金を超え

ないもの。 

なお、この要件の詳細及び手続に関する事務については「社会医療法人等が行う訪日外国人患者診療

価格設定について（通知）」（令和８年３月 31 日付け医政発 0331 第 19 号厚生労働省医政局長通知）

に基づき対応すること。 

  

２．収入要件（告示（第２９７号）第１号） 

（全体） 

・総括表の
①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥＋⑦＋⑧＋⑨

⑩
が６割を超えること。 

【法人】書類の訂正等 【厚生局】書類の審査 

【厚生局】証明書作成 

書類に不備等 

審査終了 

終了 

【法人】証明書の受け取り 

開始 

【法人→厚生局】 

申請書（様式、基準票）の提出 



３ 

 

①社会保険診療に係る収入金額 

・社会保険診療関係の収入額を記載する。 

 

②労働者災害補償保険法に係る患者の診療報酬 

・おおむね⑩×０．１≧②が成立すること。 

・当該医療機関の診療報酬規程等を確認すること。 

 

③自動車損害賠償保障法に係る患者の診療報酬 

・おおむね⑩×０．１≧③が成立すること。 

・当該医療機関の診療報酬規程等を確認すること。 

 

④公害健康被害の補償等に関する法律に係る患者の診療報酬 

・おおむね⑩×０．１≧④が成立すること。 

・当該医療機関の診療報酬規程等を確認すること。 

 

⑤健康増進法第６条各号に掲げる健康増進事業実施者が行う同法第４条に規定する健康増進事業

（健康診査に係るものに限る。）に係る収入金額 

・健康診査に係るものに限る。 

・診療報酬規程等を確認すること。 

 

⑥健康増進法以外の法令に規定する健康診査に係る収入金額 

・診療報酬規程等を確認すること。 

 

⑦臨床検査を行う者の利用に供することにより得られた収入金額 

・臨床検査センターでの収入を記載する。 

 

⑧助産に係る収入金額 

・総括表の分娩費用の額（⑧）がＡ又はＣの金額のうちいずれか低い方の金額（Ｄ）と一致する

こと。 

 

⑨２号ロに掲げる基準に関する事業、国又は地方公共団体が直接又は間接に交付する補助金その他

相当の反対給付を伴わない給付金（固定資産の取得に充てるためのものを除く。）に係る収入金額

及び国又は地方公共団体の委託又は再委託を受けて行う事業に係る収入金額（以下「補助金等に

係る収入金額」という。）のうち、医療保健業務に係るもの 

  

⑩当該法人の医療保健業務に係る収入金額（⑨に掲げる収入金額を含むものとし、経常的なものに

限る。） 

※１ 医療保健業務に係る収入金額には、以下に掲げるもの等は含まれないことに留意すること 

・当該法人が開設又は運営する保健師養成所、助産師養成所、看護師養成所又は准看護師養成

所に係る事業に係る収入及び当該法人の構成員の相互扶助を目的として共済を図る事業に

係るもの 

・会費、入会金、特別収入（寄附金収入、固定資産売却益、受取利息など） 

※２ 医療保健業務は、病院、診療所、介護老人保健施設及び介護医療院の業務並びにこれらに

附帯する業務（医業その他これに類する業務、医療法施行規則（昭和２３年厚生省令第５０号）

第３０条の３５の３第１項第２号ロ（５）に規定する介護サービスに係る業務及び同号ロ（６）

に規定する障害福祉サービス等に係る業務に限る。）であり、「社会医療法人、特定医療法人及

び認定医療法人の認定又は承認要件における医療保健業務について」（令和７年３月 31日医政

発 0331第 90号厚生労働省医政局長通知）を適宜参照すること 

また、医療保健業務に係る収入金額は、活動計算書（正味財産増減計算書）においては経



４ 

常収益の額（医療保健業務に係るものに限る。）、損益計算書においては事業収益の額（医療保

健業務に係るものに限る。）をいう。 

 

 

３．事業等要件（告示（第２９７号）第２号） 

・《イに該当》又は《医師会で、ロ(１)～(６)の内２つ以上に該当》又は《歯科医師会で、ハ(１)～

(５)の内２つ以上に該当》することが必要となる。 

 

イ．地域医療支援病院の開設者であること。 

・地域医療支援病院であることの都道府県知事の承認書を確認。 

 

ロ（１）学校医の相当数が医師会の会員である医師であること。 

・法人と自治体との学校医に関する契約書等を確認。 

・相当数とは、当該医師会の活動範囲における学校医の延べ人数のおおむね５割とする。 

 

ロ（２）救急医療を提供すること。 

・救急病院等を定める省令（昭和 39年 2月 20日厚生省令第８号）第１条に規定する救急病院又

は救急診療所と認定され、その名称及び所在地並びに当該認定が効力を有する期限が、都道府

県知事によって告示されていることまたは在宅当番医制の運営受託など救急医療対策事業を実

施していることを確認。 

 

ロ（３）予防接種を実施していること。 

・当該予防接種を行う医師の氏名及び予防接種を行う主たる場所が、市町村長又は都道府県知事に

よって公告されていることを確認。 

 

ロ（４）特定健康診査・特定保健指導について保険者から委託を受けていること。 

・保険者との間に締結した委託契約書にて確認 

 

ロ（５）地域産業保健センター事業を実施していること。 

・法人と各都道府県労働局との間に締結した事業委託契約書にて確認 

 

ロ（６）へき地において、巡回診療又は健康診査を実施していること。 

・無医地区、準無医地区及びへき地診療所が開設されている等、へき地保健医療対策が実施され

ている地域において巡回診療又は健康診査を実施する際の開設許可申請書等にて確認 

ハ（１）休日に診療を行っていること。 

・以下のいずれかの方法により確認すること。 

①法人と自治体との休日診療に関する契約書等を確認すること。 

②当該病院または診療所が休日に診療を行っていることを確認できる書類（前年度の実績等）を確

認すること。 

なお、当該病院または診療所が、もっぱら休日（日曜日並びに国民の祝日に関する法律（昭和

23年法律第 178号）第 3条に規定する休日及び 12月 29日、12月 30日、12月 31日、1月 2日並

びに 1月 3日）を表示する診療時間とする場合にあっても、本項に該当するものであること。 

 

ハ（２）夜間に診療を行っていること。 
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・以下の何れかの方法により確認すること。 

①法人と自治体との夜間診療に関する契約書等を確認すること。 

②当該病院または診療所が夜間に診療を行っていることを確認できる書類（前年度の実績等）を

確認すること。 

 

ハ（３）障害者に対する診療を行っていること。 

・以下の何れかの方法により確認すること。 

①法人と自治体との障害者に対する診療に関する契約書等を確認すること。 

②当該病院または診療所が障害者に対する診療を行っていることを確認できる書類（前年度の実

績等）を確認すること。 

 

ハ（４）往診及び巡回診療を行っていること。 

・以下の何れかの方法により確認すること。 

①法人と自治体との往診及び巡回診療に関する契約書等を確認すること。 

②当該病院または診療所が往診及び巡回診療に関する診療を行っていることを確認できる書類（前

年度の実績等）を確認すること。 

なお、「当該病院又は診療所に属する歯科医師」とあるのは、いわゆる当番制で往診及び巡回診

療を行う歯科医師を含むものであること。 

 

ハ（５）保健指導又は健康診査のうち、歯科保健に関するものを行っていること。 

法人と自治体との保健指導又は健康診査に関する契約書等を確認すること。 

なお、「当該病院又は診療所に属する歯科医師」とあるのは、いわゆる当番制で保健指導又は健

康診査を行う歯科医師を含むものであること。 

 

  



６ 

 

様式１―１ 

令和  年  月  日 

 

厚生労働大臣 殿 

  

 

（法人の主たる事務所の所在地） 

（法人名） 

（法人の長）        

 

 

証明申請書 
 

 

法人税法施行規則第５条第５条第５号ロ及び第６号の基準に該当することにつき貴殿

の証明を求めます。 



７ 

（別紙） 

 

１．訪日外国人患者診療価格 

健康保険法基準額（健康保険法第 76条第２項（療養の給付に関する費用）の規定により算定され

る額、同法第 85条第２項（入院時食事療養費）に規定する基準により算定された同項の費用の額及

び同法第 85 条の２第２項（入院時生活療養費）に規定する基準により算定された同項の費用の額

をいう。）に３を乗じて得た額以下の額であって地域における標準的な料金を超えないものである

か否か、いずれか該当する項目欄の□にチェックすること。 

 ※ 訪日外国人患者診療価格を設定する場合に該当する項目欄の□にチェックすること。 

□ 超えない額である 

□ 超えない額でない 

 

添付資料 

 「社会医療法人等が行う訪日外国人患者診療価格設定について（通知）」を参照すること。 

 

２．収入要件・事業等要件一覧表 

イ ロ ハ 

 (１) （２) （３） （４） （５） （６） （１） （２） （３） （４） （５） 

            

 

３．医療保健業務に係る収入金額の明細 

項目 収入金額（円） 構成割合（％） 

①社会保険診療   

②労災保険診療   

③自賠責   

④公害   

⑤健康増進   

⑥それ以外の健康診査   

⑦臨床検査   

⑧助産   

⑨補助金等   

（①～⑨の合計）   

⑩計  １００ 

 

 

４．労働者災害補償保険法に係る患者の診療報酬 
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②に係る患者の診療報酬が社会保険診療に準ずる額か否か、いずれか該当する項目欄の□にチ

ェックすること。 

□ 準ずる額 

□ 準じない額 

 

５．自動車損害賠償保障法に係る患者の診療報酬 

③に係る患者の診療報酬が社会保険診療に準ずる額か否か、いずれか該当する項目欄の□にチ

ェックすること。 

□ 準ずる額 

□ 準じない額 

 

６．公害健康被害の補償等に関する法律に係る患者の診療報酬 

④に係る患者の診療報酬が社会保険診療に準ずる額か否か、いずれか該当する項目欄の□にチ

ェックすること。 

□ 準ずる額 

□ 準じない額 

 

７．健康増進法第６条各号に掲げる健康増進事業実施者が行う同法第４条に規定する健康増進事業

（健康診査に係るものに限る。）に係る収入金額 

⑤に係る患者の診療報酬が社会保険診療と同一の基準またはそれ以下により計算するか否か、

いずれか該当する項目欄の□にチェックすること。 

□ 同一の基準による 

□ 同一の基準によらない 

 

８．健康増進法以外の法令に規定する健康診査に係る収入金額 

⑥に係る患者の診療報酬が社会保険診療と同一の基準またはそれ以下により計算するか否か、い

ずれか該当する項目欄の□にチェックすること。 

□ 同一の基準による 

□ 同一の基準によらない 

 

９．臨床検査を行う者の利用に供することにより得られた収入金額 

 施 設 名 収入金額（円） 

   

   

   

   

   

   

 合  計  



９ 

 

 

１０．助産にかかる収入金額 

 項  目 値 

Ａ 
自由診療のうち助産にかかる収入（社会保険診療及び

健康増進事業に係るものを除く） 
円 

Ｂ 分娩件数 件 

Ｃ Ｂ×５０万円 円 

Ｄ Ａ又はＣの金額のうち、いずれか低い方の金額 円 

 

 

 

１１．「次号ロ（１）及び（４）に掲げる基準に関する事業並びに補助金等に係る収入金額のうち、医

療保健業務に係るもの」 

 事 業 名 収入金額（円） 

 ロ（１）学校医  

 ロ（４）特定健診特定保健指導  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 合  計  
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様式１－２ 

令和 年 月 日 

（法人の長） 殿 

 

厚生労働大臣 印 

 

 

法人税法施行規則第５条第５号ロ及び第６号の証明 

 

貴法人が、法人税法施行規則（昭和４０年大蔵省令第１２号）第５条第５号ロ及び第

６号に規定する基準に該当することを証明します。 
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Ⅳ．福祉病院事業法人 
 

・税制措置を受けようとする年度の書類を法人から各地方厚生局長宛に提出を受け、基準を満たすも

のと判断した場合、証明書を発行する。 

・書類等は、特に記載が無ければ写しで可とする。 

 

１. 訪日外国人患者診療価格（規則第６条第３号ロ） 

訪日外国人患者から受ける診療報酬の額（健康保険法基準額の算定の対象となる給付に係るものに

限る。）が、健康保険法基準額に３を乗じて得た額以下の額であって地域における標準的な料金を超

えないもの。 

なお、この要件の詳細及び手続に関する事務については「社会医療法人等が行う訪日外国人患者診療

価格設定について（通知）」に基づき対応すること。 

 

２．事業等要件（規則第６条第４号） 

・次のいずれかに該当すること。 

（イからハのいずれかに該当）かつ（ニに該当） 

（ホに該当） 

イ．地域医療支援病院の施設の基準 

・地域医療支援病院である場合は、都道府県知事の承認書の写しを確認する。 

・地域医療支援病院ではない場合は、①～⑦は、当該施設を図示した病院の配置図及び平面図、⑧は

当該自動車の写真及び車検証を確認する。 

①集中治療室 

②化学、細菌及び病理の検査施設 

③病理解剖室 

④研究室 

⑤講義室 

⑥図書室 

⑦医薬品情報管理室 

⑧救急用又は患者輸送用自動車 

 

ロ．実地修練、臨床研修 

①から③のいずれかに該当すること。 

①大学の医学部又は大学附置の研究所の附属施設である病院 

 →附属病院であることを確認する。 

②医師法施行規則第１１条における厚生労働大臣の指定した病院 

 →厚生労働大臣の指定書の写しを確認する。 

③臨床研修病院としての指定を受けている病院 

 →厚生労働大臣の指定書の写しを確認する。 

 

ハ．保健師養成所等、医師等の再教育 

次のどちらかに該当すること 

①保健師、助産師、看護師（准看護師を含む。）、診療放射線技師、歯科衛生士、歯科技工士、臨床

検査技師、理学療法士、作業療法士又は視能訓練士の養成所を有すること。 

→「厚生労働大臣又は都道府県知事による養成所の指定書」を確認する。 

 

②大学の教職の経験若しくは担当診療科に関し５年以上の経験を有する医師又は歯科医師を指導
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医として、常時３人以上の医師又は歯科医師の再教育を行っていること。 

→「診療科毎の指導医の名簿及び各指導医の医師免許の写し及び略歴書」及び「当該年度中に再教

育を受けた医師及び歯科医師の名簿」を確認する。 

 

ニ．生活保護法の医療扶助 

・
Ｃ

Ａ＋Ｂ
が１０％以上であること。 

Ａ．生活保護法第１５条又は第１６条に規定する扶助に係る診療を受けた患者数 

Ｂ．無料又は診療報酬（入院時食事療養費を含む。）を１０％以上減額した患者数 

Ｃ．患者総数 

※ 患者数はすべて延べ数とする。 

 

・必要書類 

①「法人の診療報酬について規定した書類」、②「申請に係る年度中におけるＡ～Ｃの実績数」 

 

ホ．社会福祉法上の無料又は低額な料金による診療事業 

・
Ｃ

Ａ＋Ｂ
が１０％以上であること。 

Ａ．生活保護法第１５条又は第１６条に規定する扶助に係る診療を受けた患者数 

Ｂ．無料又は診療報酬（入院時食事療養費を含む。）を１０%以上減額した患者数 

Ｃ．患者総数 

※ 患者数はすべて延べ数とする。 

 

・必要書類 

①「社会福祉法第６９条第１項に基づく都道府県知事への届出書」、②「申請に係る年度中にお

けるＡ～Ｃの実績数を記載した書類」 

 

 
３．収入要件（規則第６条第７号、告示第２９８号） 

（１）全体 

・総括表の
①＋②＋③＋④

⑤
 が８割を超えること。 

 

① 社会保険診療に係る収入金額。 

・社会保険診療関係の収入額を記載する。 

 

② 労働者災害補償保険法に係る患者の診療報酬 

・おおむね⑤×０．１≧②が成立すること。 

・当該医療機関の診療報酬規程を確認すること。 

 

③ 健康増進法第６条各号に掲げる健康増進事業実施者が行う同法第４条に規定する健康増進事業

（健康診査に係るものに限る。）に係る収入金額 

・健康診査に係るものに限る。 

・診療報酬規程を確認すること。 
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④ 国又は地方公共団体が直接又は間接に交付する補助金その他相当の反対給付を伴わない給付金

（固定資産の取得に充てるためのものを除く）に係る収入金額及び国又は地方公共団体の委託

又は再委託を受けて行う事業に係る収入金額（以下「補助金等に係る収入金額」という。）のう

ち、医療保健業務に係るもの 

 

⑤ 医療保健業務に係る収入金額（④に掲げる収入金額を含み、経常的なものに限る。） 

・医療保健業務は、病院、診療所、介護老人保健施設及び介護医療院の業務並びにこれらに附

帯する業務（医業その他これに類する業務、医療法施行規則（昭和２３年厚生省令第５０

号）第３０条の３５の３第１項第２号ロ（５）に規定する介護サービスに係る業務及び同号

ロ（６）に規定する障害福祉サービス等に係る業務に限る。）であり、「社会医療法人、特定

医療法人及び認定医療法人の認定又は承認要件における医療保健業務について」（令和７年３

月 31日医政発 0331第 90号厚生労働省医政局長通知）を適宜参照すること。 

・また、医療保健業務に係る収入金額は、活動計算書（正味財産増減計算書）においては経常

収益の額（医療保健業務に係るものに限る。）、損益計算書においては事業収益の額（医療保

健業務に係るものに限る。）をいう。 
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様式２―１ 

令和  年  月  日 

 

厚生労働大臣 殿 

  

 

（法人の主たる事務所の所在地） 

（法人名） 

（法人の長）        

 

 

証明申請書 
 

 

 

 

法人税法施行規則第６条第３号ロ及び第４号並びに第７号の基準に該当することにつ

き貴殿の証明を求めます。 
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（別紙） 

 

１．訪日外国人患者診療価格 

健康保険法基準額（健康保険法第 76条第２項（療養の給付に関する費用）の規定により算定され

る額、同法第 85条第２項（入院時食事療養費）に規定する基準により算定された同項の費用の額及

び同法第 85 条の２第２項（入院時生活療養費）に規定する基準により算定された同項の費用の額

をいう。）に３を乗じて得た額以下の額であって地域における標準的な料金を超えないものである

か否か、いずれか該当する項目欄の□にチェックすること。 

 ※ 訪日外国人患者診療価格を設定する場合に該当する項目欄の□にチェックすること。 

□ 超えない額である 

□ 超えない額でない 

 

添付資料 

 「社会医療法人等が行う訪日外国人患者診療価格設定について（通知）」を参照すること。 

 

２．事業等要件一覧表 

イ ロ ハ ニ ホ 

     

 

 

３．ロ（実地修練、臨床研修） 

チェック欄 該 当 病 院 

 ①大学の医学部又は大学附置の研究所の附属施設である病院 

 ②医師法施行規則第１１条における厚生労働大臣の指定した病院 

 ③臨床研修病院としての指定を受けている病院 

 

 

４．ニ（生活保護法の医療扶助） 

項 目 内  容 

算定期間 令和  年  月  日 ～ 令和  年  月  日 

Ａ（生活保護法第１５

条又は第１６条に規

定する扶助に係る診

療を受けた患者数） 

人 

Ｂ（無料又は診療報酬

（入院時食事療養費

を含む。）を１０%以

上減額した患者数） 

人 

Ｃ（患者総数） 人 

実施率（
Ｃ

Ａ＋Ｂ
） ％ 

②について、 



１６ 

１．「実施率」欄は、ＡとＢの和をＣで除した数に 100を乗じて小数点以下第１位（第２位以下は切

り捨て）まで記入すること。 

２．患者数は全て延べ数。 

３．複数の医療機関を有する場合、「医療機関毎の患者数」を作成の上、そのＡ～Ｃそれぞれの合計

欄の数を本表Ａ～Ｃに記入すること。 

４．算定期間は非課税措置の適用を受ける年度を記載すること。 

 

 

ニ 別表（医療機関毎の患者数） 

医療機関名 

Ａ（生活保護法第
１５条又は第１６
条に規定する扶助
に係る診療を受け

た患者数） 

Ｂ（無料又は診療報
酬（入院時食事療養
費を含む。）を１０%
以上減額した患者

数） 

Ｃ（患者総数） 

 人 人 人 

 人 人 人 

 人 人 人 

 人 人 人 

 人 人 人 

 人 人 人 

計 人 人 人 

 

 

５．ホ 社会福祉法上の無料又は低額な料金による診療事業 

項 目 内  容 

算定期間 令和  年  月  日 ～ 令和  年  月  日 

Ａ（生活保護法第１５

条又は第１６条に規

定する扶助に係る診

療を受けた患者数） 

人 

Ｂ（無料又は診療報酬

（入院時食事療養費

を含む。）を１０%以

上減額した患者数） 

人 

Ｃ（患者総数） 人 

実施率（
Ｃ

Ａ＋Ｂ
） ％ 

１.「実施率」欄は、ＡとＢの和をＣで除した数に１００を乗じて小数点以下第１位（第２位以下

は切り捨て）まで記入すること。 

２．Ａ、Ｂ及びＣは、算定期間におけるそれぞれの延べ数を記入すること。 

３．複数の医療機関を有する場合、当該有する医療機関毎に本表を作成すること。 

４．社会福祉法第 69条第１項に基づく都道府県知事への届出書の写しを添付すること。 

５．算定期間は非課税措置の適用を受ける年度を記載すること。 
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６．医療保健業務に係る収入金額の明細 

区  分 収入金額 割  合 

①社会保険診療 円 ％ 

②労災保険診療 円 ％ 

③健康診査 円 ％ 

④補助金等 円 ％ 

⑤計 円 100% 

 

 

７．労働者災害補償保険法 

労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第５０号）に係る患者の診療報酬が、社会保険診療と同

一の基準により計算するまたは少額（全収入金額のおおむね１００分の１０以下）か否か、いずれ

か該当する項目欄の□にチェックすること。 

□ 同一の基準による 

□ 同一の基準によらない 

 

８．健康診査 

健康診査に係る患者の診療報酬が社会保険診療と同一の基準により計算するか否か、いずれか該

当する項目欄の□にチェックすること。 

□ 同一の基準による 

□ 同一の基準によらない 
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様式２－２ 

令和 年 月 日 

（法人の長） 殿 

 

厚生労働大臣 印 

 

 

法人税法施行規則第６条第３号ロ及び第６条第４号並びに第７号の証明 

 

貴法人について、法人税法施行規則（昭和４０年大蔵省令第１２号）第６条第３号ロ

及び第４号並びに第７号に規定する基準に該当することを証明します。 
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【参考法令①】 

法人税法施行令（昭和 40 年政令第 97 号）（抄） 

 

（収益事業の範囲） 

第５条 法第２条第 13 号（定義）に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業（その性質上その事

業に付随して行われる行為を含む。）とする。 

１～28 （略） 

29 医療保健業（財務省令で定める血液事業を含む。以下この号において同じ。）のうち次に掲げるも

の以外のもの 

イ～ル （略） 

ヲ 一定の地域内の医師又は歯科医師を会員とする公益社団法人又は法別表第２に掲げる一般社

団法人で、その残余財産が国又は地方公共団体に帰属すること、当該法人の開設する病院又は診

療所が当該地域内の全ての医師又は歯科医師の利用に供されることとなつており、かつ、その診

療報酬の額が低廉であることその他の財務省令で定める要件に該当するものが行う医療保健業 

ワ・カ （略） 

ヨ イからカまでに掲げるもののほか、残余財産が国又は地方公共団体に帰属すること、一定の医

療施設を有していること、診療報酬の額が低廉であることその他の財務省令で定める要件に該当

する公益法人等が行う医療保健業 

30～34 （略） 

 

【参考法令②】 

法人税法施行規則（昭和 40 年大蔵省令第 12 号）（抄） 

 

（医師会法人等が行う医療保健業で収益事業に該当しないものの要件） 

第５条 令第５条第１項第 29 号ヲ（収益事業の範囲）に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる

要件（公益社団法人にあつては、第１号から第５号までに掲げる要件）とする。 

１ １ 又は２以上の都道府県、郡、市、町、村、特別区（旧東京都制（昭和 18 年法律第 89 号）第

140 条第２項（区の区域等）に規定する従来の東京市の区を含む。）又は地方自治法（昭和 22 年法

律第 67 号）第 252 条の 19 第１項（指定都市の権能）に規定する指定都市の区若しくは総合区の

区域を単位とし、当該区域内の医師又は歯科医師を会員とする公益社団法人又は法別表第２に掲げ

る一般社団法人である医師会又は歯科医師会（以下この条において「医師会法人等」という。）で、

当該医師会法人等の当該事業年度終了の日において地域医師等（当該医師会法人等の組織されてい

る区域の医師又は歯科医師をいう。第３号及び第４号において同じ。）の大部分を会員としているも

のであること。 

２ 医師会法人等の当該事業年度終了の日における定款に、当該医師会法人等が解散したときはその

残余財産が国若しくは地方公共団体又は当該医師会法人等と類似の目的を有する他の公益法人等

に帰属する旨の定めがあること。 
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３ 医師会法人等の開設する全ての病院又は診療所（専ら臨床検査をその業務とするものを含む。次

号において「病院等」という。）が、当該事業年度を通じて、地域医師等の全ての者の利用に供する

ために開放され、かつ、当該地域医師等によつて利用されていること。 

４ 医師会法人等の開設する全ての病院等における診療が、当該事業年度を通じて地域医師等受診患

者（当該病院等以外の病院又は診療所において主として診療を行う地域医師等の当該診療を受けた

患者でその後引き続き主として当該地域医師等の診療を受けるものをいう。）に対して専ら行われ

ていること。 

５ 医師会法人等の受ける診療報酬又は利用料の額が、当該事業年度を通じて、次に掲げる当該診療

報酬又は利用料の額の区分に応じそれぞれ次に定める額であること。 

イ ロに掲げるもの以外のもの 健康保険法基準額（健康保険法（大正 11 年法律第 70 号）第 76 条

第２項（療養の給付に関する費用）の規定により算定される額、同法第 85 条第２項（入院時食事

療養費）に規定する基準により算定された同項の費用の額及び同法第 85 条の２第２項（入院時生

活療養費）に規定する基準により算定された同項の費用の額をいう。ロにおいて同じ。）その他こ

れに準ずる額以下の額 

ロ 医療法施行規則（昭和 23 年厚生省令第 50 号）第 30 条の 35 の３第１項第２号ニ（社会医療法

人の認定要件）に規定する特定外国人患者から受ける診療報酬の額（健康保険法基準額の算定の

対象となる給付に係るものに限る。） 健康保険法算定額に３を乗じて得た額以下の額であつて地

域における標準的な料金を超えないものとして厚生労働大臣の証明を受けているもの 

６ 医師会法人等の行う事業が、公的に運営され、かつ、地域における医療の確保に資するものとし

て厚生労働大臣の定める基準に該当することにつき、厚生労働大臣の証明を受けていること。 

 

（公益法人等の行う医療保健業で収益事業に該当しないものの要件） 

第６条 令第５条第１項第 29 号ヨ（医療保健業）に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要

件（法別表第２に掲げる一般社団法人及び一般財団法人以外の法人にあつては、第１号から第６号ま

でに掲げる要件）とする。 

１・２ （略） 

３ 公益法人等が自費患者から受ける診療報酬の額が、当該事業年度を通じて、次に掲げる当該診療

報酬の額の区分に応じそれぞれ次に定める額であり、かつ、その行う診療の程度が健康保険法第 72

条（保険医又は保険薬剤師の責務）に規定する診療の程度以上であること。ただし、当該公益法人

等が次号イからニまでに掲げる事項の全てに該当するものであるときは、この限りでない。 

イ ロに掲げるもの以外のもの 健康保険法基準額（健康保険法第 76 条第２項（療養の給付に関す

る費用）の規定により算定される額、同法第 85 条第２項（入院時食事療養費）に規定する基準に

より算定された同項の費用の額及び同法第 85 条の２第２項（入院時生活療養費）に規定する基準

により算定された同項の費用の額をいう。ロにおいて同じ。）その他これに準ずる額以下の額 

ロ 医療法施行規則第 30 条の 35 の３第１項第２号ニ（社会医療法人の認定要件）に規定する特定

外国人患者から受ける診療報酬の額（健康保険法基準額の算定の対象となる給付に係るものに限

る。） 健康保険法算定額に３を乗じて得た額以下の額であつて地域における標準的な料金を超え

ないものとして厚生労働大臣の証明を受けているもの 

 



２１ 

４ 公益法人等が、当該事業年度を通じて、次のイからハまでに掲げる事項のうちいずれかの事項及

びニに掲げる事項に該当し、又はホに掲げる事項に該当することにつき厚生労働大臣の証明を受け

ているものであること。 

イ 医療法（昭和 23 年法律第 205 号）第 22 条第１号及び第４号から第９号まで（地域医療支援

病院の施設の基準）に掲げる施設の全てを有していること。 

ロ 医師法（昭和 23 年法律第 201 号）第 11 条第２号（医師国家試験の受験資格）若しくは歯科

医師法（昭和 23 年法律第 202 号）第 11 条第２号（歯科医師国家試験の受験資格）に規定する

実地修練又は医師法第 16 条の２第１項（臨床研修）に規定する臨床研修を行うための施設を有

していること。 

ハ 都道府県知事の指定する保健師、助産師、看護師（准看護師を含む。）、診療放射線技師、歯科

衛生士、歯科技工士、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士若しくは視能訓練士の養成所を有

し、又は医学若しくは歯学に関する学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）の規定による大学（旧

大学令（大正７年勅令第 388 号）の規定による大学及び旧専門学校令（明治 36 年勅令第 61 号）

の規定による専門学校を含む。）の教職の経験若しくは担当診療科に関し５年以上の経験を有す

る医師若しくは歯科医師を指導医として、常時３人以上の医師若しくは歯科医師の再教育（再教

育を受ける医師若しくは歯科医師に対して報酬を支給しないものに限る。）を行つていること。 

ニ 生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）第 15 条（医療扶助）若しくは第 16 条（出産扶助）に

規定する扶助に係る診療を受けた者又は無料若しくは健康保険法第 76 条第２項の規定により算

定される額及び同法第 85 条第２項に規定する基準により算定された同項の費用の額若しくは同

法第 85 条の２第２項に規定する基準により算定された同項の費用の額の合計額の 10 分の１に

相当する金額以上を減額した料金により診療を受けた者の延数が取扱患者の総延数の 10 分の１

以上であること。 

ホ 社会福祉法（昭和 26 年法律第 45 号）第 69 条第１項（第２種社会福祉事業開始の届出）の規

定により同法第２条第３項第９号（無料又は低額な料金による診療事業）に掲げる事業を行う旨

の届出をし、かつ、厚生労働大臣の定める基準に従つて当該事業を行つていること。 

５・６ （略） 

７ 公益法人等の行う事業が公的に運営されるものとして厚生労働大臣の定める基準に該当するこ

とにつき、厚生労働大臣の証明を受けていること。 

 

【参考法令③】 

医療法施行規則（昭和 23年厚生省令第 50 号） 

 

（社会医療法人の認定要件） 

第 30 条の 35 の３ 法第 42 条の２第１項第６号に規定する公的な運営に関する厚生労働省令で定める

要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 

１ （略） 

２ 当該医療法人の事業について、次のいずれにも該当すること。 

イ （略） 



２２ 

ロ 次に掲げる収入金額の合計額が、医療保健業務に係る収入金額（⑺に掲げる収入金額を含むも

のとし、経常的なものに限る。以下同じ。）の百分の八十を超えること。 

（１）～（４） （略） 

（５） 介護保険法の規定による保険給付（第三項において「介護サービス」という。）に係る

収入金額（租税特別措置法第二十六条第二項第四号に掲げるサービスに係る収入金額を除く。） 

（６） 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条に規定する介護

給付費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、特定障害者特別給付費、特例特

定障害者特別給付費、地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費、

特例計画相談支援給付費及び基準該当療養介護医療費の支給、同法第七十七条及び第七十八

条に規定する地域生活支援事業並びに児童福祉法第二十一条の五の二に規定する障害児通所

給付費及び特例障害児通所給付費、同法第二十四条の二に規定する障害児入所給付費、同法第

二十四条の七に規定する特定入所障害児食費等給付費並びに同法第二十四条の二十五に規定

する障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給（第三項において「障害福祉

サービス等」という。）に係る収入金額 

（７） （略） 

ハ （略） 

ニ 特定外国人患者（自費患者である外国人であつて医療保険各法等（高齢者の医療の確保に関す

る法律第七条第一項に規定する医療保険各法及び高齢者の医療の確保に関する法律をいう。）の

規定による被保険者等（健康保険法及び船員保険法（昭和十四年法律第七十三号）の規定による

被保険者及び被扶養者、国民健康保険法の規定による被保険者、国家公務員共済組合法（昭和三

十三年法律第百二十八号）及び地方公務員等共済組合法（昭和三十七年法律第百五十二号）に基

づく共済組合の組合員及び被扶養者、私立学校教職員共済法（昭和二十八年法律第二百四十五

号）の規定による加入者及び被扶養者並びに高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被

保険者をいう。）でない者をいう。）に対し請求する診療報酬の額（健康保険法第七十六条第二項

の規定により算定される額、同法第八十五条第二項に規定する基準により算定された同項の費

用の額及び同法第八十五条の二第二項に規定する基準により算定された同項の費用の額の対象

となる給付に係るものに限る。）（第五十七条の二第一項第二号において「特定外国人患者請求

額」という。）が、社会保険診療報酬と同一の基準により計算される金額から当該金額に三を乗

じて得た金額までの範囲内であつて地域における標準的な料金を超えないものであること。 

 

 

【参考法令④】 

○厚生労働省告示第 297 号 

法人税法施行規則（昭和 40 年大蔵省令第 12 号）第５条第６号の規定に基づき、法人税法施行規則第５

条第６号に規定する厚生労働大臣の定める基準を次のとおり定め、平成 20 年 12月１日から適用する。 

平成 20 年４月 30 日 



２３ 

厚生労働大臣 舛添 要一 

法人税法施行規則第５条第６号に規定する厚生労働大臣の定める基準 

 

法人税法施行規則（昭和 40 年大蔵省令第 12 号。以下「規則」という。）第５条第６号に規定する厚生労

働大臣の定める基準は、次のとおりとする。 

１ 事業について、次に掲げる収入金額の合計額が、医療保健業務（病院、診療所、介護保険法（平成

９年法律第 123 号）第８条第 28 項に規定する介護老人保健施設及び同条第 29 項に規定する介護医療

院の業務並びにこれらに附帯する業務（医業その他これに類する業務、医療法施行規則（昭和 23 年厚

生省令第 50 号）第 30 条の 35 の３第１項第２号ロ（５）に規定する介護サービスに係る業務及び同号

（６）に規定する障害福祉サービス等に係る業務に限る。）をいう。以下同じ。）に係る収入金額（ヘ

に掲げる収入金額を含むものとし、経常的なものに限る。なお、当該法人が開設又は運営を受託する

保健師養成所、助産師養成所、看護師養成所又は准看護師養成所に係る事業及び当該法人の会員の相

互扶助を目的として共済を図る事業に係るものを含まないものとする。以下同じ。）の 100 分の 60 を

超えること。 

イ 社会保険診療（租税特別措置法（昭和 32 年法律第 26 号）第 26 条第２項に規定する社会保険診

療をいう。以下同じ。）に係る収入金額（労働者災害補償保険法（昭和 22 年法律第 50 号）、自動車

損害賠償保障法（昭和 30 年法律第 97 号）及び公害健康被害の補償等に関する法律（昭和 48 年法

律第 101 号）に係る患者の診療報酬（当該診療報酬が医療保健業務に係る収入金額のおおむね 100

分の 10 以下の場合に限る。）を含む。） 

ロ 健康増進事業（健康増進法（平成 14 年法律第 103 号）第６条各号に掲げる健康増進事業実施者

が行う同法第４条に規定する健康増進事業であって、健康診査に係るものに限る。以下同じ。）及び

同法以外の法令に規定する健康診査に係る収入金額（当該収入金額が社会保険診療報酬と同一の基

準により計算されている場合に限る。） 

ハ 当該法人が開設した病院、診療所その他施設又は当該施設に係る設備について臨床検査を行う者

の利用に供することにより得られた収入金額 

ニ 助産（社会保険診療及び健康増進事業に係るものを除く。）に係る収入金額（一の分娩(べん)に係

る助産に係る収入金額が 50 万円を超えるときは、50 万円を限度とする。） 

ホ 次号ロ（１）及び（４）に掲げる基準に関する事業に係る収入金額 

ヘ 国又は地方公共団体が直接又は間接に交付する補助金その他相当の反対給付を伴わない給付金

（固定資産の取得に充てるためのものを除く。）に係る収入金額及び国又は地方公共団体の委託又

は再委託を受けて行う事業に係る収入金額のうち、医療保健業務に係るもの 

２ 次のいずれかに該当する法人が行う規則第５条第６号の事業であること。 

イ 医療法（昭和 23 年法律第 205 号）第４条第１項の地域医療支援病院の開設者であること。 

ロ 次のいずれか２以上の事項に該当する規則第５条第１号に規定する医師会であること。 

（１） 主たる事務所の所在する都道府県（以下「所在都道府県」という。）又は所在都道府県内の

市町村（特別区を含む。以下同じ。）の区域内に設置されている学校における学校保健法（昭和

33 年法律第 56 号）第 23条第１項に規定する学校医の相当数が当該医師会の会員である医師で

あること。 

（２） 所在都道府県等（所在都道府県又は所在都道府県内の市町村をいう。以下同じ。）におい



２４ 

て医療法第 30 条の４第２項第５号イに掲げる救急医療を提供すること。 

（３） 当該医師会の会員である医師が、所在都道府県等において、都道府県知事の要請又は市町

村長の委託を受けて、予防接種法（昭和 23 年法律第 68 号）第３条第１項の規定による予防接種

を実施していること。 

（４） 高齢者の医療の確保に関する法律（昭和 57 年法律第 80 号）第 20 条に規定する特定健康

診査又は同法第 24 条に規定する特定保健指導の実施について、同法第７条第２項に規定する保

険者（所在都道府県等における保険者に限る。）から委託を受けていること。 

（５） 所在都道府県等において、労働安全衛生規則（昭和 47 年労働省令第 32 号）第 15 条の２

第２項に規定する国が労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)第 19 条の３に規定する援助とし

て行う労働者の健康管理等に係る業務についての相談その他の必要な援助の事業を実施してい

ること。 

（６） 当該医師会の会員である医師が、交通条件及び自然的、経済的、文化的諸条件に恵まれな

い山間地、離島その他の地域において、巡回診療又は健康診査を実施していること。 

ハ その開設する病院又は診療所が、次のいずれか２以上の事項に該当する規則第５条第１号に規定

する歯科医師会であること。 

（１） 休日（当該病院又は診療所が表示する診療時間以外の時間をいう。以下同じ。）に診療を

行っていること。 

（２） 夜間（午後６時から翌日の午前８時までの間（休日を除く。）をいう。）に診療を行ってい

ること。 

（３） 障害者基本法（昭和 45 年法律第 84 号）第２条に規定する障害者に対する診療を行ってい

ること。 

（４） 当該病院又は診療所に属する歯科医師が、所在都道府県等において、往診及び巡回診療を

行っていること。 

（５） 当該病院又は診療所に属する歯科医師が、母子保健法（昭和 40 年法律第 141 号）第 10 条

に規定する保健指導又は同法第 12 条第１項若しくは第 13 条に規定する健康診査のうち歯科保

健に関するものを行っていること。 

 

○厚生労働省告示第 298 号 

法人税法施行規則（昭和 40 年大蔵省令第 12 号）第６条第７号の規定に基づき、法人税法施行規則第

６条第７号に規定する厚生労働大臣の定める基準を次のとおり定め、平成 20 年 12 月１日から適用する。 

平成 20 年４月 30 日 

 厚生労働大臣 舛添 要一 

 

法人税法施行規則第６条第７号に規定する厚生労働大臣の定める基準 

法人税法施行規則（昭和 40 年大蔵省令第 12 号）第６条第７号に規定する厚生労働大臣の定める基準は、

事業について、次に掲げる収入金額の合計額が、医療保健業務（病院、診療所、介護保険法（平成９年法律

第 123 号）第８条第 28 項に規定する介護老人保健施設及び同条第 29 項に規定する介護医療院の業務並び

にこれらに附帯する業務（医業その他これに類する業務、医療法施行規則（昭和 23 年厚生省令第 50 号）

第 30 条の 35 の３第１項第２号ロ（５）に規定する介護サービスに係る業務及び同号ロ（６）に規定する



２５ 

障害福祉サービス等に係る業務に限る。）をいう。以下同じ。）に係る収入金額（第３号に掲げる収入金額を

含むものとし、経常的なものに限る。以下同じ。）の 100 分の 80 を超えることとする。 

一 社会保険診療（租税特別措置法（昭和 32 年法律第 26 号）第 26 条第２項に規定する社会保険診療を

いう。以下同じ。）に係る収入金額（労働者災害補償保険法（昭和 22 年法律第 50 号）に係る患者の診

療報酬（当該診療報酬が社会保険診療報酬と同一の基準によっている場合又は当該診療報酬が医療保

健業務に係る収入金額のおおむね 100 の 10 以下の場合に限る。）を含む。） 

二 健康増進事業（健康増進法（平成 14 年法律第 103 号）第６条各号に掲げる健康増進事業実施者が行

う同法第４条に規定する健康増進事業であって、健康診査に係るものに限る。）に係る収入金額（当該

収入金額が社会保険診療報酬と同一の基準により計算されている場合に限る。） 

三 国又は地方公共団体が直接又は間接に交付する補助金その他相当の反対給付を伴わない給付金（固

定資産の取得に充てるためのものを除く。）に係る収入金額及び国又は地方公共団体の委託又は再委託

を受けて行う事業に係る収入金額のうち、医療保健業務に係るもの 

 



 

  別添５ 

「厚生農業協同組合連合会の行う医療保健業に対する法人税の非課税措置の取扱いについて」 

（昭和 59 年６月 19 日付医発第 573号厚生省医務局長通知）新旧対照表 

（傍線部分は改正部分） 

改正後（新） 改正前（旧） 

医 発 第 ５ ７ ３ 号 

昭和 59 年６月 19 日 

 医政発 0127 第３号 

令和５年１月 27 日 

 医政発 0401 第 20 号 

令和６年４月１日  

医政発 0331第 102号  

令和７年３月 31 日 

最終改正 医政発 0331 第 41 号 

令和８年３月 31 日 

 

 

 

各都道府県知事 殿 

 

厚生省医務局長     

 

 

厚生農業協同組合連合会の行う医療保健業に対する 

医 発 第 ５ ７ ３ 号 

昭和 59 年６月 19 日 

 医政発 0127 第３号 

令和５年１月 27 日 

 医政発 0401 第 20 号 

令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日 

医政発 0331 第 102 号 

令和７年３月 31 日 

 

 

 

 

 

各都道府県知事 殿 

 

厚生省医務局長     

 

 

厚生農業協同組合連合会の行う医療保健業に対する 



 

法人税の非課税措置の取扱いについて（通知） 

 

（略） 

記 

 

１法人税の非課税措置等の概要 

(1)・(2)（略） 

(3) 事業税の非課税措置 

厚生連の行う医療保健業については、一定の要件の下に非課

税扱いがとられるものであること。 

 

 

２ （略） 

３ 医療保健業が収益事業に該当しないことに関する要件及び財

務大臣の承認に係る手続（法人税法施行令第５条第１項第 29号

ワ及び法人税法施行規則第５条の２関係) 

(1) 医療保健業が収益事業に該当しないことに関する要件 

次に掲げる事項の全てに該当するものであることについ

て、財務大臣の承認を受けた日から５年を経過していない厚

生連が行う医療保健業は、収益事業に該当しないものである

こと。 

  （削除） 

 

 

 

法人税の非課税措置の取扱いについて（通知） 

 

（略） 

記 

 

１法人税の非課税措置等の概要 

(1)・(2)（略） 

(3) 事業税の非課税措置 

今般の措置に伴い、事業税に関しても、厚生連の行う医療保健業

については、一定の要件の下に非課税扱いがとられることとなった

ものであること。 

 

２ （略） 

３ 医療保健業が収益事業に該当しないことに関する要件及び財

務大臣の承認に係る手続（法人税法施行令第５条第１項第 29号

ワ及び法人税法施行規則第５条の２関係) 

(1) 医療保健業が収益事業に該当しないことに関する要件 

次に掲げる事項の全てに該当するものであることについ

て、財務大臣の承認を受けた日から５年を経過しない厚生連

が行う医療保健業は、収益事業に該当しないものであるこ

と。 

ア 当該厚生連が自費患者から受ける診療報酬の額が健康保

険法（大正 11 年法律第 70 号）第 76 条第２項(療養の給付

に関する費用)の規定により算定される額、同法第 85 条第

２項(入院時食事療養費)に規定する基準により算定された



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 当該厚生連が自費患者から受ける診療報酬の額が次に掲

げる当該診療報酬の額の区分に応じそれぞれ次に定める額

であり、かつ、その行う診療の程度が健康保険法（大正 11

年法律第 70 号）第 72 条（保険医又は保険薬剤師の責務）

に規定する診療の程度以上であること。 

(ア)  (イ）に掲げるもの以外のもの 健康保険法基準額（健

康保険法第 76条第２項（療養の給付に関する費用）の規定

により算定される額、同法第 85条第２項（入院時食事療養

費）に規定する基準により算定された同項の費用の額及び

同項の費用の額、同法第 85 条の２第２項(入院時生活療養

費)に規定する基準により算定された同項の費用の額その

他これに準ずる額以下であり、かつ、その行う診療の程度

が同法第 72 条(保険医又は保険薬剤師の責務)に規定する

診療の程度以上であること。 

なお、この要件のうち「その他これに準ずる額」とは、次

に掲げるものをいうものであること。 

(ア) 公害健康被害者に係る診療報酬及び労災患者に係る

診療報酬にあっては、法令等の規定に基づいて算定され

る額 

(イ) 自動車事故被害者に係る診療報酬にあっては、地域に

おける標準的な料金であって、当該診療の特性にかんが

み適正、妥当と認められる額 

(ウ) 分娩料等健康保険法の規定に類似のものが定められ

ていないものにあっては、地域における標準的な料金を

超えない額 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

同法第 85条の２第２項（入院時生活療養費）に規定する基

準により算定された同項の費用の額をいう。以下同じ。）そ

の他これ準ずる額以下の額 

※ この要件のうち「その他これに準ずる額」とは、次に

掲げるものをいうものであること。 

① 公害健康被害者に係る診療報酬及び労災患者に係る

診療報酬にあっては、法令等の規定に基づいて算定され

る額 

② 自動車事故被害者に係る診療報酬にあっては、地域に

おける標準的な料金であって、当該診療の特性にかんが

み適正、妥当と認められる額 

③ 分娩料等健康保険法の規定に類似のものが定められ

ていないものにあっては、地域における標準的な料金を

超えない額 

(イ)  訪日外国人患者（医療法施行規則（昭和 23 年厚生省

令第 50号）第 30条の 35の３第１項第２号ニ（社会医療法

人の認定要件）に規定する特定外国人患者をいう。以下同

じ。）から受ける診療報酬の額（健康保険法基準額の算定の

対象となる給付に係るものに限る。） 健康保険法基準額に

３を乗じて得た額以下の額であって地域における標準的な

料金を超えないもの 

 ※ この要件の詳細及び手続に関する事務については「社

会医療法人等が行う訪日外国人患者診療価格設定につ

いて（通知）」（令和８年３月 31日付け医政発 0331第 19

号厚生労働省医政局長通知）に基づき対応すること。な

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

お、医療を目的として来日する外国人渡航者を積極的に

受け入れることにより、地域で必要な医療の提供に支障

を来さないよう、注意すること。 

イ・ウ （略） 

エ 当該厚生連の行う事業につき、厚生労働大臣及び農林水

産大臣の定める次の基準のいずれにも該当すること。 

(ア) （略） 

①・② （略） 

 ③ 予防接種法（昭和 23年法律第 68号）第２条第６項に

規定する定期の予防接種等及び医療法施行規則第 30 条

の 35 の３第１項第２号ロ(3)の規定に基づき厚生労働

大臣が定める予防接種（平成 29年厚生労働省告示第 314

号）に定める予防接種）  に係る収入金額。 

    ④～⑦ （略） 

   ※１ （略） 

   ※２ （略） 

    a～e （略） 

        f 私立学校教職員共済法（昭和 28 年法律第 245 号 ）第

26条の規定により日本私立学校振興・共済事業団が行う

健康診査 

    g～j（略） 

 

(イ)  厚生連が、健康保険法第 63 条第２項第５号に規定す

る選定療養に関し、特別の療養環境の提供をするとき

は、次のいずれにも該当すること。 

 

 

 

 

イ・ウ （略） 

エ 当該厚生連の行う事業につき、厚生労働大臣及び農林水

産大臣の定める次の基準のいずれにも該当すること。 

(ア) （略） 

①・② （略） 

 ③ 予防接種法（昭和 23年法律第 68号）第２条第６項に

規定する定期の予防接種等及び医療法施行規則第 30 条

の 35 の３第１項第２号ロ(3)の規定に基づき厚生労働

大臣が定める予防接種（平成 29年厚生労働省告示第 314

号）に定める予防接種をいう。）  に係る収入金額。 

    ④～⑦ （略） 

   ※１ （略） 

   ※２ （略） 

    a～e （略） 

        f 私立学校教職員共済法（昭和 28 年法律第 245 条 ）第

26条の規定により日本私立学校振興・共済事業団が行う

健康診査 

    g～j（略） 

 

(イ)  厚生連が、健康保険法第 63 条第２項第５号に規定す

る選定療養に関し、特別の療養環境の提供をするとき



 

 ① （略） 

 ② 各医療施設ごとの特別の療養環境に係る病床の病室

差額料の平均額が１万円以下であること。 

(2) （略） 

(3) 都道府県の事務 

(1)のア(イ)に定める訪日外国人患者から受ける診療報酬

の額が健康保険法算定額に３を乗じて得た額以下の額であっ

て地域における標準的な料金を超えないものであること並び

にイに定める施設を有すること及び医療に関する法令等に違

反する事実がないことについては、財務大臣に対する承認申

請に際し、都道府県知事の証明書を添付することが必要とさ

れるので、貴職におかれては、厚生連の申請に基づき所要事項

を審査の上証明を与えられたく、よろしく御了承ありたいこ

と。 

４ （略） 

 

は、次のいずれにも該当すること。 

 ① （略） 

 ② 各医療施設ごとの特別の療養環境に係る病床の病室

差額料の平均額が５千円以下であること。 

(2) （略） 

(3) 都道府県の事務 

(1)のイに定める施設を有すること及び医療に関する法令

等に違反する事実がないことについては、財務大臣に対する

承認申請に際し、都道府県知事の証明書を添付することが必

要とされるので、貴職におかれては、厚生連の申請に基づき所

要事項を審査の上証明を与えられたく、よろしく御了承あり

たいこと。 

 

 

 

４ （略） 

 



医 発 第 ５ ７ ３ 号 

昭和 59 年６月 19 日 

医政発 0127 第３号 

令和５年１月 27 日 

医政発 0401 第 20 号 

令和６年４月１日  

医政発 0331第 102号  

令和７年３月 31 日 

最終改正 医政発 0331 第 41 号 

令和８年３月 31 日 

各都道府県知事 殿 

厚生省医務局長

厚生農業協同組合連合会の行う医療保健業に対する 

法人税の非課税措置の取扱いについて（通知） 

全国厚生農業協同組合連合会の会員である厚生（医療）農業協同組合連合会

（以下「厚生連」という。）については、医療法（昭和 23年法律第 205号）第 31

条に規定する公的医療機関の開設者とされているところであるが､今般、法人税

法の一部を改正する法律（昭和 59年法律第４号、別添１）、法人税法施行令の一

部を改正する政令（昭和 59年政令第 56号、別添２） 及び法人税法施行規則の

一部を改正する省令（昭和 59年大蔵省令第８号、別添３） が公布され（昭和 59

年３月 31日公布、４月１日施行）、厚生連の行う医療保健業については、一定の

要件の下に法人税を課税しない取扱いがとられることとなった。 

この措置の内容及び税務当局における運用方針並びにこれに関連して都道府

県において扱うこととなる事務の処理については、下記のとおりであるので、こ

れら事項に御留意の上、遺憾のないようよろしくお取り計らい願いたい。 

なお、今般の非課税措置を機に、厚生連が公的医療機関の開設者として適切な

医療施設の運営を行うよう一層の御指導をお願いいたしたい。 

記 

別添５－２



１ 法人税の非課税措置等の概要 

(1) 法人税の非課税措置の対象となる厚生連 

法人税の非課税措置の対象となるのは、公的医療機関に該当する病院又

は診療所を設置する農業協同組合連合会であって、法人税法（昭和 40 年

法律第 34 号）別表第２の農業協同組合連合会の項に規定する政令で定め

る要件を満たすものとして財務大臣の指定を受け、同法第２条第６号に規

定する公益法人等に該当するとされたものに限られるものであること。 

(2) 法人税の非課税措置の対象となる医療保健業 

(1)の厚生連であって、法人税法施行令（昭和 40 年政令第 97 号）第５

条第１項第 29 号ワに規定する財務省令で定める要件を備えるものが行う

医療保健業について、法人税法第２条第 13 号に規定する収益事業に該当

しないものとして非課税扱いがとられるものであること。 

なお、この要件に関しては、法人税法施行規則（昭和 40 年大蔵省令第

12号）第５条の２第１項の規定に基づき、５年ごとに財務大臣の承認を要

するものとされていること。 

(3) 事業税の非課税措置 

厚生連の行う医療保健業については、一定の要件の下に非課税扱いがと

られるものであること。 

２ 公益法人等に該当する旨の財務大臣の指定に係る要件及び手続(法人税法

別表第２、法人税法施行令第２条及び法人税法施行規則第２条関係) 

１の(1)の財務大臣の指定の要件は、当該農業協同組合連合会の定款に次に

示す趣旨の定めがあることとされていること。 

ア 事業は、医療事業（これに附帯する事業を含む。）、又はその事業及び老人

福祉事業（これらに附帯する事業を含む。）に限る。 

イ 出資に係る剰余金の配当を行わない。 

ウ 解散したときは、その残余財産が国若しくは地方公共団体又は他の厚生連

に帰属する。 

なお、この指定に関しては、別途農林水産省より通知されるものであること。 

（別添４） 

３ 医療保健業が収益事業に該当しないことに関する要件及び財務大臣の承認

に係る手続（法人税法施行令第５条第１項第 29号ワ及び法人税法施行規則第

５条の２関係) 

(1) 医療保健業が収益事業に該当しないことに関する要件 

次に掲げる事項の全てに該当するものであることについて、財務大臣の

承認を受けた日から５年を経過していない厚生連が行う医療保健業は、収

益事業に該当しないものであること。 



ア  当該厚生連が自費患者から受ける診療報酬の額が次に掲げる当該診

療報酬の額の区分に応じそれぞれ次に定める額であり、かつ、その行う診

療の程度が健康保険法（大正 11 年法律第 70 号）第 72 条（保険医又は保

険薬剤師の責務）に規定する診療の程度以上であること。 

(ア) (イ）に掲げるもの以外のもの 健康保険法基準額（健康保険法第 76

条第２項（療養の給付に関する費用）の規定により算定される額、同法

第 85 条第２項（入院時食事療養費）に規定する基準により算定された

同項の費用の額及び同法第 85 条の２第２項（入院時生活療養費）に規

定する基準により算定された同項の費用の額をいう。以下同じ。）その

他これ準ずる額以下の額 

※ この要件のうち「その他これに準ずる額」とは、次に掲げるものをい

うものであること。 

① 公害健康被害者に係る診療報酬及び労災患者に係る診療報酬にあっ

ては、法令等の規定に基づいて算定される額 

② 自動車事故被害者に係る診療報酬にあっては、地域における標準的な

料金であって、当該診療の特性にかんがみ適正、妥当と認められる額 

③ 分娩料等健康保険法の規定に類似のものが定められていないものに

あっては、地域における標準的な料金を超えない額 

(イ)  訪日外国人患者（医療法施行規則（昭和 23 年厚生省令第 50 号）第

30条の 35の３第１項第２号ニ（社会医療法人の認定要件）に規定する

特定外国人患者をいう。以下同じ。）から受ける診療報酬の額（健康保

険法基準額の算定の対象となる給付に係るものに限る。） 健康保険法

基準額に３を乗じて得た額以下の額であって地域における標準的な料

金を超えないもの 

※ この要件の詳細及び手続に関する事務については「社会医療法人等が

行う訪日外国人患者診療価格設定について（通知）」（令和８年３月 31日

付け医政発 0331第 19号厚生労働省医政局長通知）に基づき対応するこ

と。なお、医療を目的として来日する外国人渡航者を積極的に受け入れ

ることにより、地域で必要な医療の提供に支障を来さないよう、注意す

ること。 

イ 当該厚生連が法人税法施行規則第６条第４号イからハまでに規定する施

設（同号ハに規定する再教育を行う施設を含む。）のうちいずれかの施設又

はこれらの施設以外の施設で公益の増進に著しく寄与する事業を行うに足

りる施設を有するものであること。 

なお、この要件のうち「公益の増進に著しく寄与する事業を行うに足りる

施設｣とは、次に掲げるものをいうものであること。 



(ア) 山村振興法第７条第１項の規定に基づき指定された振興山村、離島振

興法第２条第１項の規定に基づき指定された離島振興対策実施地域又

は過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第２条第１項に規

定する過疎地域に所在する病院又は診療所 

(イ) へき地における住民の医療を確保するための医療保健施設 

(ウ) (ア)及び(イ)のほか、特に公益の増進に著しく寄与すると認められる

医療保健施設 

ウ 当該厚生連につき、医療に関する法令に違反する事実その他公益に反す

る事実がないこと。 

なお、この要件については、医療法、麻薬取締法、医師法等の違反の事

実が確認されていないことの他、健康保険法等医療保険関係法令違反の事

実が確認されていないこと、及び医療法第 30条の 11の規定に基づく都道

府県知事の勧告に反する病院若しくは診療所の開設等が行われた事実が

確認されていないこととすること。 

エ 当該厚生連の行う事業につき、厚生労働大臣及び農林水産大臣の定める

次の基準のいずれにも該当すること。 

(ア) 次に掲げる収入金額の合計額が、医療保健業務に係る収入金額（⑦に

掲げる収入金額を含むものとし、経常的なものに限る。以下同じ。）の

100分の 80を超えること。 

① 社会保険診療（租税特別措置法（昭和 32 年法律第 26 号）第 26 条第

２項に規定する社会保険診療をいう。以下同じ。）に係る収入金額（労働

者災害補償保険法（昭和 22年法律第 50号）に係る患者の診療報酬（当

該診療報酬が社会保険診療報酬と同一の基準によっている場合又は当

該診療報酬が医療保健業務に係る収入金額のおおむね 100 分の 10 以下

の場合に限る。）を含む。） 

② 健康増進事業（健康増進法（平成 14 年法律第 103 号）第６条各号に

掲げる健康増進事業実施者が行う同法第４条に規定する健康増進事業

であって、健康診査に係るものに限る。以下同じ。）に係る収入金額（当

該収入金額が社会保険診療報酬と同一の基準により計算されている場

合に限る。） 

③ 予防接種法（昭和 23年法律第 68号）第２条第６項に規定する定期の

予防接種等及び医療法施行規則第 30 条の 35 の３第１項第２号ロ(3)の

規定に基づき厚生労働大臣が定める予防接種（平成 29 年厚生労働省告

示第 314号）に定める予防接種に係る収入金額 

④ 助産（社会保険診療及び健康増進事業に係るものを除く。）に係る収

入金額（１の分娩(べん)に係る助産に係る収入金額が 50 万円を超える



ときは、50万円を限度とする。） 

⑤ 介護保険法（平成９年法律第 123号）の規定による保険給付に係る収

入金額（租税特別措置法第 26 条第２項第４号に掲げるサービスに係る

収入金額を除く。） 

⑥ 農業協同組合法（昭和 22年法律第 132号）第 17条第１項の規定によ

り農業協同組合連合会が会員から徴収する賦課金に係る収入金額のう

ち、医療保健業務に係るもの 

⑦ 国又は地方公共団体が直接又は間接に交付する補助金その他相当の

反対給付を伴わない給付金（固定資産の取得に充てるためのものを除

く。）に係る収入金額及び国又は地方公共団体の委託又は再委託を受け

て行う事業に係る収入金額のうち、医療保健業務に係るもの 

※１ 「医療保健業務」は病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院

及び特別養護老人ホームの業務並びにこれらに附帯する業務（医業そ

の他これに類する業務及び介護サービスに係る業務（⑤の保険給付に

係る業務をいう。）に限る。）であり、「社会医療法人、特定医療法人及

び認定医療法人の認定又は承認要件における医療保健業務について」

（令和７年３月 31 日医政発 0331 第 90 号厚生労働省医政局長通知）

を適宜参照すること 

※２ 健康増進事業に係る収入金額は、次に掲げる健康診査等に係る収入

金額の合計額とする。 

ａ 健康保険法第 150条第１項の規定により保険者が行う健康診査 

ｂ 船員保険法（昭和 14年法律第 73号）第 111条第１項の規定により

全国健康保険協会が行う健康診査 

ｃ 国民健康保険法（昭和 33年法律第 192号）第 82条の規定により保

険者が行う健康診査 

ｄ 国家公務員共済組合法（昭和 33年法律第 128号）第 98条の規定に

より国家公務員共済組合又は国家公務員共済組合連合会が行う健康

診査 

ｅ 地方公務員等共済組合法（昭和 37 年法律第 152 号）第 112 条の規

定により地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会が

行う健康診査 

ｆ 私立学校教職員共済法（昭和 28年法律第 245号）第 26条の規定に

より日本私立学校振興・共済事業団が行う健康診査 

ｇ 学校保健安全法（昭和 33年法律第 56号）第 5条の規定により学校

において実施される健康診断又は同法第 11 条の規定により市町村の

教育委員会が行う健康診断 



ｈ 母子保健法（昭和 40 年法律第 141 号）第 12 条又は第 13 条の規定

により市町村が行う健康診査 

ｉ 労働安全衛生法（昭和 47 年法律第 57 号）第 66 条の規定により事

業者が行う健康診断若しくは労働者が受ける健康診断又は同法第 66

条の２の規定により労働者が自ら受ける健康診断 

ｊ 高齢者の医療の確保に関する法律（昭和 57年法律第 80号）第 20条

又は第 26 条の規定により保険者が行う特定健康診査及び第 125 条の

規定により後期高齢者医療広域連合が行う健康診査 

(イ) 厚生連が、健康保険法第 63 条第２項第５号に規定する選定療養に関

し、特別の療養環境の提供をするときは、次のいずれにも該当すること。 

① 各医療施設ごとの特別の療養環境に係る病床数が療担規則及び薬担

規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める提示事項等（平成 18

年厚生労働省告示第 107 号）第３第２号(2)に規定する基準に適合して

いること。 

② 各医療施設ごとの特別の療養環境に係る病床の病室差額料の平均額

が１万円以下であること。 

(2) 財務大臣の承認に係る手続 

財務大臣の承認は５年ごとに要するものとされているが、この承認申請

に当たっては、アに掲げる事項を記載した申請書に、イに掲げる書類を添

付して財務大臣に提出するものとされていること。 

ア 申請書の記載事項 

(ア) 当該厚生連の名称及び主たる事務所の所在地 

(イ) 設置する病院又は診療所の名称及び所在地 

(ウ) 老人福祉事業を行う場合には設置する老人福祉施設の名称及び所

在地 

(エ) 理事の氏名及び住所 

(オ) 現に行っている事業の概要 

(カ) その他参考となるべき事項 

イ 添付書類 

(ア) 定款の写し 

(イ) (1)のアに掲げる事項に該当することを説明する書類（診療報酬規

程を添付すること。） 

(ウ) (1)のイ及びウに掲げる事項に該当することを説明する書類（(1)の

イに定める施設を有すること及び医療に関する法令等に違反する事

実がないことを証する都道府県知事の証明書を添付すること。） 

(エ) (1)のエに掲げる事項に該当することを説明する書類 



(オ) 申請書を提出する日の属する事業年度の直前の事業年度の損益計

算書、貸借対照表、剰余金又は損失の処分表及び事業報告書 

(カ) その他参考となるべき書類 

(3) 都道府県の事務 

(1)のア(イ)に定める訪日外国人患者から受ける診療報酬の額が健康保

険法算定額に３を乗じて得た額以下の額であって地域における標準的な

料金を超えないものであること並びにイに定める施設を有すること及び

医療に関する法令等に違反する事実がないことについては、財務大臣に対

する承認申請に際し、都道府県知事の証明書を添付することが必要とされ

るので、貴職におかれては、厚生連の申請に基づき所要事項を審査の上証

明を与えられたく、よろしく御了承ありたいこと。 

なお、この証明を含め、３の要件及び手続に関する事務については、貴

都道府県衛生主管部局で担当願いたいこと。 

また、（1）のウに掲げる事項については、以下のとおり取り扱うこと。 

(ア) 証明は、民生主管部局（健康保険及び国民健康保険主管課）に協議

した上で行うこと。 

(イ) 都道府県知事の証明した事項が事実に反していたこと又は都道府

県知事の証明事項に反する事実が証明後に発生したことが認められ

た場合には、都道府県知事はその事情を厚生労働大臣に報告すること。 

(ウ) (イ)の報告の範囲は、次のような医療に関する法令について重大な

違反事実があった場合について行うこと。 

① 医療に関する法律に基づき厚生連又はその理事長が罰金刑以上の

刑事処分を受けた場合 

② 厚生連の開設する医療機関に対する医療監視の結果重大な不適合

事項があり知事から改善勧告が行われたが是正されない場合 

③ その他①及び②に相当する医療に関する法令についての重大な違

反事実があった場合 

④ 医療法第 30条の 11の規定に基づく都道府県知事の勧告に反する病

院又は診療所の開設等が行われた場合 

４ その他 

昭和 59 年度においては、２の財務大臣の指定及び３の財務大臣の承認の手

続を合せて行うことが予定されているので、よろしくお含みおき願いたいこと。 

 

 



別添６ 

○「持分の定めのない医療法人への移行に関する計画の認定制度について」（平成 29年９月 29日医政支発 0929第１号）の一部改正

（下線の部分は改正部分） 

改 正 後 改 正 前 

さらに、医療法等の一部を改正する法律（令和７年法律第 87号。以下「令

和７年改正法」という。）が令和７年 12月 12日に公布され、同認定制度が

令和 11年 12月 31日まで延長（公布日施行）されました。 

具体的な同認定制度の取扱いについては、下記のとおりであり、本日ま

でに認定を受けている医療法人及び認定の申請を行っている医療法人につ

いても同様の取扱いとなりますので、御了知の上、医療法人への指導、助

言により一層の御配慮をお願いします。 

第１ 医療法人の非営利性の徹底については、平成 18年改正法によりいわ

ゆる「持分の定めのない医療法人」を原則としたところ、持分の定めの

ない医療法人への移行は少しずつ進んではいるものの、依然として持分

の定めのある医療法人が全医療法人の８割程度を占め、引き続き移行の

促進が必要な状況である。平成 29 年改正法により、平成 18 年改正法附

則第 10条の３に基づく移行計画の認定（以下「移行計画認定制度」とい

う。）について、認定の期限を延長するとともに、適正な運営が確保され

た医療法人への援助を強化するために認定要件の見直し等を行った。そ

さらに、令和３年５月 28日に公布された良質かつ適切な医療を効率的に

提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律（令

和３年法律第 49 号。以下「令和３年改正法」という。）により延長されて

おりましたが、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための

健康保険法等の一部を改正する法律（令和５年法律第 31号。以下「令和５

年改正法」という。）が本日（令和５年５月 19 日）公布され、同認定制度

が令和８年 12月 31日まで延長（公布日施行）されました。 

具体的な同認定制度の取扱いについては、下記のとおりであり、本日ま

でに認定を受けている医療法人及び認定の申請を行っている医療法人につ

いても同様の取扱いとなりますので、御了知の上、医療法人への指導、助

言により一層の御配慮をお願いします。 

第１ 医療法人の非営利性の徹底については、平成 18年改正法によりいわ

ゆる「持分の定めのない医療法人」を原則としたところ、持分の定めの

ない医療法人への移行は少しずつ進んではいるものの、依然として持分

の定めのある医療法人が全医療法人の８割程度を占め、引き続き移行の

促進が必要な状況である。平成 29 年改正法により、平成 18 年改正法附

則第 10条の３に基づく移行計画の認定（以下「移行計画認定制度」とい

う。）について、認定の期限を延長するとともに、適正な運営が確保され

た医療法人への援助を強化するために認定要件の見直し等を行った。そ



 

 

の概要は以下のとおりである。 

１ 認定の期限の延長（平成 18年改正法附則第 10条の３第５項関係） 

厚生労働大臣が持分の定めのない医療法人へ移行しようとする医療法

人の移行に関する計画の認定を行うことができる期限を平成 32年（令和

２年）９月 30日まで延長すること（令和７年改正法により令和 11年 12

月 31日まで延長。）。 

２～４ （略） 

 

第２ 移行計画の認定の要件 

平成 29 年改正法による改正後の平成 18 年改正法附則第 10 条の３第１

項の規定により移行計画の認定を行うに当たっては、同条第４項に定める

要件について、次のとおり、審査を行うものとする。 

１～３ （略） 

４ 運営に関する要件（同項第４号及び改正省令による改正後の医療法施

行規則（昭和 23 年厚生省令第 50 号。以下「施行規則」という。）第 57

条の２） 

(1)～(5) （略） 

(6) 次に掲げる収入金額の合計額が、医療保健業務に係る収入金額（ト

に掲げる収入金額を含むものとし、経常的なものに限る。以下同じ。）

の 100分の 80を超えること。 

※ 医療保健業務は、病院、診療所、介護老人保健施設及び介護医療院

の業務並びに法第４２条各号に掲げる業務（医業その他これに類する

業務、介護サービスに係る業務（ホの保険給付に係る業務をいう。）

及び障害福祉サービス等に係る業務（ヘの給付費の支給等に係る業務

をいう。）に限る。）であり、「社会医療法人、特定医療法人及び認定

医療法人の認定又は承認要件における医療保健業務について」（令和

の概要は以下のとおりである。 

１ 認定の期限の延長（平成 18年改正法附則第 10条の３第５項関係） 

厚生労働大臣が持分の定めのない医療法人へ移行しようとする医療法

人の移行に関する計画の認定を行うことができる期限を平成 32年（令和

２年）９月 30日まで延長すること（令和３年改正法及び令和５年改正法

により令和８年 12月 31日まで延長。）。 

２～４ （略） 

 

第２ 移行計画の認定の要件 

平成 29 年改正法による改正後の平成 18 年改正法附則第 10 条の３第１

項の規定により移行計画の認定を行うに当たっては、同条第４項に定める

要件について、次のとおり、審査を行うものとする。 

１～３ （略） 

４ 運営に関する要件（同項第４号及び改正省令による改正後の医療法施

行規則（昭和 23 年厚生省令第 50 号。以下「施行規則」という。）第 57

条の２） 

(1)～(5) （略） 

(6) 次に掲げる収入金額の合計額が、医療保健業務に係る収入金額（ト

に掲げる収入金額を含むものとし、経常的なものに限る。以下同じ。）

の 100分の 80を超えること。 

※ 医療保健業務は、病院、診療所、介護老人保健施設及び介護医療院

の業務並びに法第４２条各号に掲げる業務（医業その他これに類する

業務、介護サービスに係る業務（ホの保険給付に係る業務をいう。）

及び障害福祉サービス等に係る業務（ヘの給付費の支給等に係る業務

をいう。）に限る。）であり、「社会医療法人、特定医療法人及び認定

医療法人の認定又は承認要件における医療保健業務について」（令和



 

 

７年３月 31 日医政発 0331 第 90 号厚生労働省医政局長通知）におい

て掲げる業務であること。 

   また、医療保健業務に係る収入金額は、次に掲げる事業収益の合計

額をいう。 

(ｲ) 損益計算書の本来業務事業損益に係る事業収益の額 

(ﾛ) 損益計算書の附帯業務事業損益に係る事業収益の額（医療保

健業務に係るものに限る。） 

なお、医療法人が採用する会計基準によっては、トに掲げる収入金

額が事業外収益又は特別収益に計上されている場合がある。その場合

は、（ｲ）及び（ﾛ）の事業収益の額に当該トに掲げる収入金額を加算

した金額とする。 

イ～ト （略） 

    （後略） 

(7) 自費患者に対し請求する金額（特定外国人患者請求額を除く。）が、

社会保険診療報酬と同一の基準により計算されること（施行規則第 57

条の２第１項第２号ロ） 

イ 「自費患者」とは、社会保険診療に係る患者又は労働者災害補償

保険法に係る患者以外の患者をいう。 

ロ 「社会保険診療報酬と同一の基準」とは、次に掲げるもののほか、

その法人の診療報酬の額が診療報酬の算定方法（平成 20年厚生労働

省告示第 59号）の別表に掲げる療養について、同告示及び健康保険

法の施行に関する諸通達の定めるところにより算定した額程度以下

であることの定めがされており、かつ、報酬の徴収が現にその定め

に従ってされているものであること。 

(ｲ) 公害健康被害者に係る診療報酬及び予防接種により健康被害者

に係る診療報酬にあっては、法令等に基づいて規定される額 

７年３月 31 日医政発 0331 第 90 号厚生労働省医政局長通知）におい

て掲げる業務であること。 

   また、医療保健業務に係る収入金額は、次に掲げる事業収益の合計

額をいう。 

(ｲ) 損益計算書の本来業務事業損益に係る事業収益の額 

(ﾛ) 損益計算書の附帯業務事業損益に係る事業収益の額（医療保

健業務に係るものに限る。） 

 

 

 

 

イ～ト （略） 

 （後略） 

(7) 自費患者に対し請求する金額が、社会保険診療報酬と同一の基準に

より計算されること（施行規則第 57条の２第１項第２号ロ） 

 

イ 「自費患者」とは、社会保険診療に係る患者又は労働者災害補償

保険法に係る患者以外の患者をいう。 

ロ 「社会保険診療報酬と同一の基準」とは、次に掲げるもののほか、

その法人の診療報酬の額が診療報酬の算定方法（平成 20年厚生労働

省告示第 59号）の別表に掲げる療養について、同告示及び健康保険

法の施行に関する諸通達の定めるところにより算定した額程度以下

であることの定めがされており、かつ、報酬の徴収が現にその定め

に従ってされているものであること。 

(ｲ) 公害健康被害者に係る診療報酬及び予防接種により健康被害者

に係る診療報酬にあっては、法令等に基づいて規定される額 



 

 

(ﾛ) 分娩料等健康保険法の規定に類似のものが定められていない

ものにあっては、地域における標準的な料金として診療報酬規程

に定められた額を超えない額 

(8)  特定外国人患者請求額が、社会保険診療報酬と同一の基準により

計算される金額から当該金額に３を乗じて得た金額までの範囲内で

あって地域における標準的な料金を超えないものであること（施行規

則第 57条の２第１項第２号ハ） 

イ 「特定外国人患者請求額」とは、医療法施行規則第 30条の 35の

３第１項第２号ニに規定する特定外国人患者請求額をいう。 

ロ 「社会保険診療報酬と同一の基準により計算される金額から当該

金額に３を乗じて得た金額までの範囲内であって地域における標

準的な料金を超えないものであること」とは、その法人の特定外国

人患者請求額が「社会医療法人等が行う訪日外国人患者診療価格設

定について（通知）」（令和８年医政発 0331第 19号厚生労働省医政

局長通知）の定めるところにより算定した額であることの定めがさ

れており、かつ、報酬の徴収が現にその定めに従ってされているも

のであること。 

  ※ なお、医療を目的として来日する外国人渡航者を積極的に受け

入れることにより、認定医療法人制度の趣旨（持分の払い戻し等

により医業継続が困難になることなく、当該医療法人が引き続き

地域医療の担い手として、住民に対し、医療を継続して安定的に

提供していくためのものであること）を妨げないよう、注意する

こと。 

(9)  病院、診療所、介護老人保健施設及び介護医療院の業務に係る収

入金額（補助金等に係る収入金額のうち当該業務に係るものを含む

ものとし、経常的なものに限る。）（損益計算書の本来業務事業損益

(ﾛ) 分娩料等健康保険法の規定に類似のものが定められていない

ものにあっては、地域における標準的な料金として診療報酬規程

に定められた額を超えない額 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8)  病院、診療所、介護老人保健施設及び介護医療院の業務に係る収

入金額（補助金等に係る収入金額のうち当該業務に係るものを含む

ものとし、経常的なものに限る。）（損益計算書の本来業務事業損益



 

 

に係る事業収益の額をいう。なお、医療法人が採用する会計基準に

よっては、補助金等に係る収入金額が事業外収益もしくは特別収益

に計上されている場合があるが、その場合は事業収益の額に補助金

等に係る収入金額のうち当該業務に係るものを加算した金額とす

る。）が、当該業務に係る費用の額（経常的なものに限る。）（損益計

算書の本来業務事業損益に係る事業費用の額をいう。）に 100 分の

150を乗じて得た額の範囲内であること。 

 

第３～第６（略） 

に係る事業収益の額をいう。）が、当該業務に係る費用の額（経常的

なものに限る。）（損益計算書の本来業務事業損益に係る事業費用の

額をいう。）に 100分の 150を乗じて得た額の範囲内であること。 

 

 

 

 

 

第３～第６（略） 

 



別添６－２ 

○「持分の定めのない医療法人への移行に関する計画の認定制度について」（平成 29年９月 29日医政支発 0929第１号）の「別添様式４」の一

部改正

（下線の部分は改正部分） 

改 正 後 改 正 前 

別添様式４ 

医療法施行規則附則第 57条の２第１項各号に掲げる要件に 

該当する旨を説明する書類（医療法施行規則附則第 57条の２関係） 

令和  年  月  日 

法 人 名：

代 表 名：

住  所：

 以下のとおり相違ありません。 

１～６ （略） 

７ 医療保健業務に係る収入金額（規則附則第 57条の２第１項第２号イ） 

（表略） 

（記載上の注意事項） 

(1) 直近に終了した会計年度の医療保健業務に係る収入金額について、本来業務

と附帯業務を区別したうえで、病院、診療所、介護老人保健施設及び介護医療院

の別に記載すること。その際、①が損益計算書の本来業務事業損益に係る事業

収益の金額（※）と一致すること。 

(2) 直近に終了した会計年度の附帯業務のうち、医療保健業務以外の業務に係る

別添様式４ 

医療法施行規則附則第 57条の２第１項各号に掲げる要件に 

該当する旨を説明する書類（医療法施行規則附則第 57条の２関係） 

令和  年  月  日 

法 人 名：

代 表 名：

住  所：

 以下のとおり相違ありません。 

１～６ （略） 

７ 医療保健業務に係る収入金額（規則附則第 57条の２第１項第２号イ） 

（表略） 

（記載上の注意事項） 

(1) 直近に終了した会計年度の医療保健業務に係る収入金額について、本来業務

と附帯業務を区別したうえで、病院、診療所、介護老人保健施設及び介護医療院

の別に記載すること。その際、①が損益計算書の本来業務事業損益に係る事業収

益の金額と一致すること。 

(2) 直近に終了した会計年度の附帯業務のうち、医療保健業務以外の業務に係る



収入金額について、次の表に記載すること。その際、②及び⑫の合計額が、損益

計算書の附帯業務事業損益に係る事業収益の金額（※）と一致すること。 

     （※）医療法人が採用する会計基準によっては、補助金等に係る収入金額が事業

外収益又は特別収益に計上されている場合があるが、その場合は事業収益の

額に補助金等に係る収入金額のうち、(1)は本来業務、(2)は附帯業務に係る

ものを加算した金額とする。 

 

７－２～７－８ （略） 

 

８ 自費患者に対し請求する金額（規則附則第 57条の２第１項第２号ロ） 

診療収入について、自費患者に請求する金額（特定外国人患者請求額を除く。）

は、社会保険診療と同一の基準により計算するか否か、いずれか該当する項目欄

の□にチェックすること。 

   □ 同一の基準による 

   □ 同一の基準によらない 

添付資料 

  ○ 自費患者に対する請求金額の計算方法に関する規程等 

 

９ 特定外国人患者請求額（規則附則第 57条の２第１項第２号ハ） 

診療収入について、特定外国人患者請求額は、社会保険診療報酬と同一の基準

により計算される金額から当該金額に３を乗じて得た金額までの範囲内であって

地域における標準的な料金を超えないものか否か、いずれか該当する項目欄の□

にチェックすること。 

   □ 当該料金を超えない額である 

   □ 当該料金を超える額である 

添付資料 

収入金額について、次の表に記載すること。その際、②及び⑫の合計額が、損益

計算書の附帯業務事業損益に係る事業収益の金額と一致すること。 

 

 

 

 

 

７－２～７－８ （略） 

 

８ 自費患者に対し請求する金額（規則附則第 57条の２第１項第２号ロ） 

診療収入について、自費患者に請求する金額は、社会保険診療と同一の基準によ

り計算するか否か、いずれか該当する項目欄の□にチェックすること。 

 

   □ 同一の基準による 

   □ 同一の基準によらない 

添付資料 

  ○ 自費患者に対する請求金額の計算方法に関する規程等 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 



  ○ 「社会医療法人等が行う訪日外国人患者診療価格設定について（通知）」（令和８年３月

31日付け医政発 0331第 19号厚生労働省医政局長通知）別添様式 

  ○ 診療報酬規程 

  ○ 訪日外国人患者診療価格が「地域における標準的な料金を超えない額」であることを説

明する書類 

 

10 本来業務に係る収入金額及び費用の額（規則附則第 57条の２第１項第２号ニ） 

（表略） 

 

 

「医療法施行規則附則第 57条の２第１項各号に掲げる要件に 

該当する旨を説明する書類」の記載要領 

 記載に当たっては、提出する申請・報告により、次の時点の状況を記載すること(書

類付表も同じ)。 

 ① 移行計画認定申請時・変更申請  申請日 

 ② 認定後一年ごとの報告  認定の日から起算して一年を経過するごとの日 

 ③ 持分の定めのない医療法人へ移行したことの報告  定款変更の認可を受けた 

                           日 

 ④ 移行後５年間の一年間ごとの報告  持分の定めのない医療法人の定款変更の 

認可を受けた日から起算して一年を経過 

するごとに、その経過する日の翌日 

 ⑤ 移行後５年を経過する日から６年を経過する日までの報告  報告日 

  なお、損益計算書及び貸借対照表に基づく記載については、①～⑤の時点の直近に

終了した会計年度の損益計算書、貸借対照表によるものとする。 

 

１～７ （略） 

 

 

 

 

 

 

９ 本来業務に係る収入金額及び費用の額（規則附則第 57条の２第１項第２号ハ） 

（表略） 

 

 

「医療法施行規則附則第 57条の２第１項各号に掲げる要件に 

該当する旨を説明する書類」の記載要領 

 記載に当たっては、提出する申請・報告により、次の時点の状況を記載すること(書類

付表も同じ)。 

 ① 移行計画認定申請時・変更申請  申請日 

 ② 認定後一年ごとの報告  認定の日から起算して一年を経過するごとの日 

 ③ 持分の定めのない医療法人へ移行したことの報告  定款変更の認可を受けた 

                           日 

 ④ 移行後５年間の一年間ごとの報告  持分の定めのない医療法人の定款変更の 

認可を受けた日から起算して一年を経過 

するごとに、その経過する日の翌日 

 ⑤ 移行後５年を経過する日から６年を経過する日までの報告  報告日 

  なお、損益計算書及び貸借対照表に基づく記載については、①～⑤の時点の直近に

終了した会計年度の損益計算書、貸借対照表によるものとする。 

 

１～７ （略） 



 

８ 「８ 自費患者に請求する金額」 

   該当する項目欄の□にチェックすること。 

 

９ 「９ 訪日外国人患者診療価格」 

   該当する項目欄の□にチェックすること。 

 

10 「10 医療に係る経費等」 

   「記載上の注意事項」に従い記載すること。特に損益計算書と数値が一致すべき

欄に留意すること。 

 

８ 「８ 自費患者に請求する金額」 

   該当する項目欄の□にチェックすること。 

 

（新設） 

 

 

９ 「９ 医療に係る経費等」 

   「記載上の注意事項」に従い記載すること。特に損益計算書と数値が一致すべき

欄に留意すること。 
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令和年月日 火曜日 (号外特第号)官 報
〇
厚
生
労
働
省
令
第
七
十
二
号

医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
四
十
二
条
の
二
第
一
項
第
六
号
及
び
良
質
な
医
療
を
提
供
す
る
体
制
の
確
立
を
図
る
た
め
の
医
療
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
四
号
）
附
則
第
十
条
の
三
第

四
項
第
四
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

厚
生
労
働
大
臣

上
野
賢
一
郎





二

当
該
医
療
法
人
の
事
業
に
つ
い
て
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
。

二

当
該
医
療
法
人
の
事
業
に
つ
い
て
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
。

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

自
費
患
者
（
社
会
保
険
診
療
に
係
る
患
者
又
は
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
に
係
る
患
者
以
外
の
患
者
を

い
う
。
以
下
同
じ
。）に
対
し
請
求
す
る
金
額
（
ニ
に
規
定
す
る
特
定
外
国
人
患
者
請
求
額
を
除
く
。）が
、

社
会
保
険
診
療
報
酬
と
同
一
の
基
準
に
よ
り
計
算
さ
れ
る
こ
と
。

ハ

自
費
患
者
（
社
会
保
険
診
療
に
係
る
患
者
又
は
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
に
係
る
患
者
以
外
の
患
者
を

い
う
。
以
下
同
じ
。）に
対
し
請
求
す
る
金
額
が
、
社
会
保
険
診
療
報
酬
と
同
一
の
基
準
に
よ
り
計
算
さ
れ

る
こ
と
。

ニ

特
定
外
国
人
患
者
（
自
費
患
者
で
あ
る
外
国
人
で
あ
つ
て
医
療
保
険
各
法
等
（
高
齢
者
の
医
療
の
確
保

に
関
す
る
法
律
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
医
療
保
険
各
法
及
び
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律

を
い
う
。）の
規
定
に
よ
る
被
保
険
者
等
（
健
康
保
険
法
及
び
船
員
保
険
法
（
昭
和
十
四
年
法
律
第
七
十
三

号
）
の
規
定
に
よ
る
被
保
険
者
及
び
被
扶
養
者
、
国
民
健
康
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
被
保
険
者
、
国
家
公

務
員
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）
及
び
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
昭
和
三

十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
に
基
づ
く
共
済
組
合
の
組
合
員
及
び
被
扶
養
者
、
私
立
学
校
教
職
員
共
済

法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
二
百
四
十
五
号
）
の
規
定
に
よ
る
加
入
者
及
び
被
扶
養
者
並
び
に
高
齢
者
の

医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
被
保
険
者
を
い
う
。）で
な
い
者
を
い
う
。）に
対
し
請
求
す
る

診
療
報
酬
の
額
（
健
康
保
険
法
第
七
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
額
、
同
法
第
八
十
五
条

第
二
項
に
規
定
す
る
基
準
に
よ
り
算
定
さ
れ
た
同
項
の
費
用
の
額
及
び
同
法
第
八
十
五
条
の
二
第
二
項
に

規
定
す
る
基
準
に
よ
り
算
定
さ
れ
た
同
項
の
費
用
の
額
の
算
定
の
対
象
と
な
る
給
付
に
係
る
も
の
に
限

る
。）（
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
「
特
定
外
国
人
患
者
請
求
額
」
と
い
う
。）が
、
社
会

保
険
診
療
報
酬
と
同
一
の
基
準
に
よ
り
計
算
さ
れ
る
金
額
か
ら
当
該
金
額
に
三
を
乗
じ
て
得
た
金
額
ま
で

の
範
囲
内
で
あ
つ
て
地
域
に
お
け
る
標
準
的
な
料
金
を
超
え
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
新
設
）

ホ

（
略
）

ニ

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
運
営
に
関
す
る
要
件
）

（
運
営
に
関
す
る
要
件
）

第
五
十
七
条
の
二

平
成
十
八
年
改
正
法
附
則
第
十
条
の
三
第
四
項
第
四
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
件

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
五
十
七
条
の
二

平
成
十
八
年
改
正
法
附
則
第
十
条
の
三
第
四
項
第
四
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
件

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

当
該
経
過
措
置
医
療
法
人
の
事
業
に
つ
い
て
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
。

二

当
該
経
過
措
置
医
療
法
人
の
事
業
に
つ
い
て
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
。

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

自
費
患
者
に
対
し
請
求
す
る
金
額
（
特
定
外
国
人
患
者
請
求
額
を
除
く
。）が
、
社
会
保
険
診
療
報
酬
と

同
一
の
基
準
に
よ
り
計
算
さ
れ
る
こ
と
。

ロ

自
費
患
者
に
対
し
請
求
す
る
金
額
が
、社
会
保
険
診
療
報
酬
と
同
一
の
基
準
に
よ
り
計
算
さ
れ
る
こ
と
。

ハ

特
定
外
国
人
患
者
請
求
額
が
、
社
会
保
険
診
療
報
酬
と
同
一
の
基
準
に
よ
り
計
算
さ
れ
る
金
額
か
ら
当

該
金
額
に
三
を
乗
じ
て
得
た
金
額
ま
で
の
範
囲
内
で
あ
つ
て
地
域
に
お
け
る
標
準
的
な
料
金
を
超
え
な
い

も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
新
設
）

ニ

（
略
）

ハ

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

附

則

こ
の
省
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和年月日 火曜日 (号外特第号)官 報 



令和年月日 火曜日 (号外特第号)官 報
〇
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
七
十
六
号

租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
四
十
三
号
）
第
三
十
九
条
の
二
十
五
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第
三
十
九
条
の
二
十
五
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
財
務
大
臣
と

協
議
し
て
定
め
る
基
準
（
平
成
十
五
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
四
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

厚
生
労
働
大
臣

上
野
賢
一
郎





（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

第
一
条

租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第
三
十
九
条
の
二
十
五
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
財
務

大
臣
と
協
議
し
て
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
と
す
る
。

第
一
条

租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第
三
十
九
条
の
二
十
五
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
財
務

大
臣
と
協
議
し
て
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
と
す
る
。

一

そ
の
医
療
法
人
の
事
業
に
つ
い
て
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
。

一

そ
の
医
療
法
人
の
事
業
に
つ
い
て
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
。

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

自
費
患
者
（
社
会
保
険
診
療
に
係
る
患
者
又
は
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
に
係
る
患
者
以
外
の
患
者
を

い
う
。）に
対
し
請
求
す
る
金
額
（
医
療
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
五
十
号
）
第
三
十
条

の
三
十
五
の
三
第
一
項
第
二
号
ニ
に
規
定
す
る
特
定
外
国
人
患
者
請
求
額
（
ハ
に
お
い
て
「
特
定
外
国
人

患
者
請
求
額
」
と
い
う
。）を
除
く
。）が
、社
会
保
険
診
療
報
酬
と
同
一
の
基
準
に
よ
り
計
算
さ
れ
る
こ
と
。

ロ

自
費
患
者
（
社
会
保
険
診
療
に
係
る
患
者
又
は
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
に
係
る
患
者
以
外
の
患
者
を

い
う
。）に
対
し
請
求
す
る
金
額
が
、
社
会
保
険
診
療
報
酬
と
同
一
の
基
準
に
よ
り
計
算
さ
れ
る
こ
と
。

ハ

特
定
外
国
人
患
者
請
求
額
が
、
社
会
保
険
診
療
報
酬
と
同
一
の
基
準
に
よ
り
計
算
さ
れ
る
金
額
か
ら
当

該
金
額
に
三
を
乗
じ
て
得
た
金
額
ま
で
の
範
囲
内
で
あ
っ
て
地
域
に
お
け
る
標
準
的
な
料
金
を
超
え
な
い

も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
新
設
）

ニ
・
ホ

（
略
）

ハ
・
ニ

（
略
）

二

（
略
）

二

（
略
）

令和年月日 火曜日 (号外特第号)官 報




